
前漢前少帝の諱について　山田崇仁

63

前
漢
前
少
帝
の
諱
に
つ
い
て

山
田　

崇
仁

は
じ
め
に

前
漢
に
は
、
高
祖
・
武
帝
の
よ
う
な
廟
号
・
諡
号
を
持
た
ず
、
史
料
で
は
「
少
帝
」
と
記
さ
れ
る
皇
帝
が
二
人
存
在
す
る
。

本
論
で
は
、『
太
平
御
覽
』
巻
八
十
七
、
皇
王
部
十
二
の
記
述
に
従
い
、
前
者
を
「
前
少
帝
」、
後
者
を
「
後
少
帝
」
と
称
す
る
が
、

こ
の
両
者
の
諱
に
つ
い
て
、『
史
記
』・『
漢
書
』
に
後
少
帝
は
「
王
」・「
弘
」・「
義
」
と
い
う
複
数
の
諱
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ

れ
る
が
、
前
少
帝
の
諱
に
つ
い
て
は
一
切
記
さ
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
今
日
の
辞
典
・
事
典
類
で
は
、
前
少
帝
の
諱
は
「
恭
」
で
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
い
く
つ
か
の
例
を
あ
げ
て

み
よ
う
。

ま
ず
、『
ア
ジ
ア
歴
史
事
典
』
及
び
平
凡
社
と
小
学
館
の
百
科
事
典
の
記
述
を
引
用
す
る
。

『
ア
ジ
ア
歴
史
事
典
』（
平
凡
社
、
一
九
五
九
年
）

し
ょ
う
て
い　

少
帝
（
前
漢
） Shao-ti　

？
〜
前
一
八
四

　
　

在
位
〜184B.C.　

中
国
、
前
漢
第
3
代
の
幼
帝
。
姓
名
劉
恭
。

　

  　

惠
帝
の
後
宮
の
美
人
の
子
と
い
わ
れ
る
。
皇
后
張
氏
に
子
が
な
か
っ
た
の
で
、
呂
太
后
は
そ
の
母
を
殺
し
、
皇
后
の
子
と
称
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し
て
皇
太
子
と
し
、
惠
帝
が
没
す
る
と
即
位
さ
せ
て
、
み
ず
か
ら
実
権
を
ふ
る
っ
た
が
、
帝
が
そ
の
事
情
を
知
っ
て
怨
言
を
出

し
た
の
を
聞
く
と
、
幽
閉
し
て
殺
し
た
。（
大
庭
脩
）

し
ょ
う
て
い　

少
帝
（
前
漢
）　Shao-ti　

？
〜
前
一
八
〇

　

  　

在
位183
〜180B.C.　

中
国
、
前
漢
第
4
代
の
幼
帝
。
惠
帝
の
後
宮
の
子
。
姓
名
劉
弘
。
初
め
名
は
山
、
次
い
で
義
と
改

め
、
恒
山
王
と
な
っ
た
が
、
呂
太
后
に
よ
り
少
帝
劉
恭
に
つ
い
で
帝
位
に
つ
け
ら
れ
、
弘
と
あ
ら
た
め
た
。
太
后
が
政
を
と
り
、

呂
氏
一
族
が
権
力
を
も
っ
ぱ
ら
に
す
る
と
き
に
名
目
的
に
帝
位
に
あ
っ
た
が
、
呂
后
が
没
し
て
一
族
が
殺
さ
れ
る
と
、
帝
位
を

お
わ
れ
、
惠
帝
の
子
で
な
い
と
し
て
殺
さ
れ
た
。（
大
庭
脩
）

『
日
本
大
百
科
全
書
（
ニ
ッ
ポ
ニ
カ
）』（
小
学
館
）

呂
后
（
り
ょ
こ
う
）　
﹇
？
〜
前
一
八
〇
﹈　

の
項

　

  　
（
…
…
前
略
…
…
）
惠
帝
が
在
位
7
年
で
嗣
子
な
く
没
す
る
と
、
後
宮
の
女
官
が
産
ん
だ
子
を
皇
帝
位
に
つ
け
（
少
帝
恭
）、
や
が

て
こ
れ
も
殺
し
て
、
同
じ
く
後
宮
の
子
恒
山
王
弘
を
た
て
（
少
帝
弘
）、
自
ら
臨
朝
称
制
し
て
政
権
を
握
っ
た
。（
…
…
後
略
…
…
）

﹇
春
日
井
明
﹈

『
世
界
大
百
科
事
典
』（
平
凡
社
）

呂
后
（
り
ょ
こ
う
／L

 hou

）　

？
〜
前
一
八
〇　

の
項

　

  　
（
…
…
前
略
…
…
）
前
１
８
８
年
即
位
後
7
年
で
惠
帝
が
崩
ず
る
と
、皇
后
に
子
が
な
か
っ
た
の
で
後
宮
の
美
人
（
女
官
）
の
子
を
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取
っ
て
3
代
皇
帝
（
少
帝
恭
）
と
な
し
、
幼
少
の
少
帝
に
代
わ
っ
て
臨
朝
し
て
万
事
を
裁
決
し
た
。
兄
の
子
の
呂
台
と
呂
産
に
南

軍
と
北
軍
と
を
率
い
さ
せ
、
呂
台
・
呂
産
な
ど
四
人
を
諸
侯
王
に
封
建
し
た
。
少
帝
恭
が
成
長
し
て
皇
后
の
実
子
で
な
い
こ
と

を
知
る
と
、
こ
れ
を
宮
中
の
永
巷
に
幽
閉
し
、
代
わ
っ
て
恒
山
王
を
四
代
皇
帝
（
少
帝
弘
）
と
し
た
。（
…
…
後
略
…
…
）﹇
上
田
早

苗
﹈

　

  　
『
日
本
大
百
科
全
書
（
ニ
ッ
ポ
ニ
カ
）』・『
世
界
大
百
科
事
典
』
と
共
に
、Japan Know

ledge

版
（http://japanknow

ledge.

com
/library/

）
を
利
用
（
閲
覧
日
：
二
〇
一
七
年
五
月
九
日
）

中
国
・
台
湾
の
事
典
類
も
、
我
が
国
の
そ
れ
と
同
様
に
前
少
帝
の
諱
を
「
恭
」
で
あ
る
と
記
す
。

例
え
ば
大
陸
の
『
中
国
大
百
科
全
書
』
で
は
、
系
図
は
「
少
帝
恭
」
を
記
す
が
、
歴
代
皇
帝
一
覧
で
は
『
史
記
』
に
従
い
「
惠
帝
↓

呂
后
↓
文
帝
」
と
す
る
。
ま
た
、台
湾
の
『
中
文
大
辞
典
』「
少
帝
」
の
項
で
は
、「
前
漢
第
三
代
帝
。
参
見
劉
恭
條
。」
と
あ
る
が
、「
劉

恭
」
項
で
は
少
帝
恭
に
相
当
す
る
部
分
を
欠
く
（
後
述
す
る
『
大
漢
和
辞
典
』
も
同
様
で
あ
り
、
そ
れ
を
参
考
に
し
た
可
能
性
も
あ
る
）。

ま
た
、
一
般
の
方
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
こ
の
よ
う
な
情
報
を
知
り
た
い
と
考
え
た
と
き
に
真
っ
先
に
引
くW

ikipedia

で
は
ど
の

よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か①

。

ま
ず
日
本
語
版
で
は
、「
少
帝
恭
」
の
項
目
を
設
け
る
が
、「
一
般
に
諱
は
恭
と
さ
れ
る
が
、『
史
記
』『
漢
書
』
お
よ
び
そ
の
注
に
そ

の
記
録
は
な
く
、
出
所
不
明
で
あ
る
。」
と
諱
の
典
拠
が
不
明
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る②

。

中
国
語
版
で
は
「
西
漢
前
少
帝
」
で
項
目
を
立
て
る
が③

、﹇
概
要
﹈
の
項
目
の
﹇
姓
名
﹈
の
小
項
目
に
「
劉
恭
」
と
し
る
す
。
ま
た
、

本
文
で
は
、
銭
穆
『
国
史
大
綱
』（
商
務
印
書
館
、
１
９
４
０
年
）
を
引
い
て
、
そ
こ
に
「
劉
恭
」
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
記
す
（
銭
穆
『
国

史
大
綱
』
に
つ
い
て
は
後
述
）。
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韓
国
語
版
で
も
本
文
に
「
漢 

少
皇
帝 

劉
恭
」
と
記
す
。
フ
ラ
ン
ス
語
版
は
本
文
に
「Liu G

ong

（
劉
恭
）」
と
記
し
、
英
語
版
・
ド

イ
ツ
語
版
で
は
﹇
概
要
﹈
と
本
文
に
そ
れ
ぞ
れ
「Liu G

ong

」「
劉
恭
」
と
記
さ
れ
る
。

以
上
、
極
々
簡
単
に
辞
典
・
事
典
類
の
記
述
を
確
認
し
た
。
一
見
し
て
わ
か
る
よ
う
に
前
少
帝
の
諱
を
「
恭
」
と
す
る
認
識
は
、
世

界
で
共
通
化
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

し
か
し
、
上
述
のW

ikipedia

日
本
語
版
で
は
、
典
拠
に
付
い
て
の
問
題
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

上
で
は
、W

ikipedia
日
本
語
版
に
こ
の
記
述
が
追
加
さ
れ
る
以
前
に
興
味
深
い
指
摘
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
掲
示
板
「
2
ち
ゃ
ん
ね
る
」
の
「
少
帝
恭
っ
て
何
物
？
」
と
い
う
ス
レ
ッ
ド
上
で
の
、
ハ
ン
ド
ル
ネ
ー
ム
「
あ
や
め
」
氏
に
よ
る
以

下
の
書
き
込
み
で
あ
る④

。

（
…
…
前
略
…
…
）

　

惠
帝
の
崩
後
に
立
っ
た
皇
帝
の
素
性
に
つ
い
て
は
、
衆
訟
紛
々
と
し
て
千
古
の
疑
案
と
い
う
べ
き
も
の
で
追
々
書
く
つ
も
り
で

す
が
、
そ
の
前
に
こ
の
皇
帝
の
名
前
を
日
本
の
多
く
の
書
物
が
「
恭
」
と
し
て
い
る
の
が
甚
だ
不
審
で
す
。
史
記
に
も
漢
書
に
も

彼
の
名
は
記
載
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
日
本
の
東
洋
史
学
者
諸
先
生
は
こ
の
「
恭
」
を
ど
こ
か
ら
拉
し
来
た
っ
た
も
の
で
し
ょ
う
か
。

高
祖
の
名
の
「
邦
」
も
史
記
漢
書
に
出
て
き
ま
せ
ん
が
、
と
も
か
く
後
漢
末
の
荀
悦
の
「
漢
紀
」
が
出
所
と
い
う
こ
と
は
判
明
し

て
い
ま
す
。
で
も
「
恭
」
の
方
は
出
所
不
明
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
日
本
で
出
版
さ
れ
て
る
概
説
書
の
付
録
や
歴
史
便
覧
と
い
っ
た
本
の
中
で
は
例
外
な
く
「
少
帝
恭
」
と
い
う
人
物
が

い
た
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
高
名
な
漢
代
史
の
専
門
家
先
生
の
著
述
で
も
同
様
で
す
。

　

さ
す
が
に
支
那
の
学
者
の
著
書
に
は
こ
ん
な
初
歩
的
間
違
い
は
出
て
ま
せ
ん
。
日
本
の
学
者
の
も
の
で
も
那
珂
通
世
の
「
支
那
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通
史
」
の
付
録
の
世
系
表
に
は
「
少
帝
某
」
と
表
記
し
て
い
ま
す
。
那
珂
博
士
は
ち
ゃ
ん
と
原
資
料
に
従
っ
て
…
と
い
う
か
原
資

料
が
頭
の
中
に
格
納
さ
れ
て
て
、
間
違
え
よ
う
が
な
い
ん
で
し
ょ
う
ね
。

　

と
こ
ろ
が
そ
の
後
の
先
生
方
は
そ
ん
な
ニ
ッ
チ
な
仕
事
に
精
力
を
注
が
な
い
、
既
存
の
類
書
を
引
き
写
し
て
能
事
了
れ
り
と
し

ち
ゃ
っ
て
る
ん
で
し
ょ
う
か
。
想
像
で
す
け
ど
「
少
帝
某
」
が
引
き
写
し
の
過
程
で
、魯
魚
の
訛
を
生
じ
た
果
「
少
帝
恭
」
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
の
じ
ゃ
な
い
か
し
ら
。

（
…
…
後
略
…
…
）

後
述
す
る
よ
う
に
、
前
少
帝
の
諱
を
明
記
し
た
史
料
が
見
い
だ
さ
れ
な
い
こ
と
、
ま
た
後
世
、
特
に
二
十
世
紀
後
半
期
以
降
の
日
本

の
漢
代
に
関
す
る
事
典
や
概
説
書
の
多
く
が
、
前
少
帝
の
諱
を
「
恭
」
と
す
る
の
は
、
上
記
あ
や
め
氏
の
指
摘
の
通
り
で
あ
る
。

で
は
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
「
恭
」
と
い
う
諱
が
見
い
だ
さ
れ
、
普
及
す
る
に
至
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
論
は
、
そ
の
過
程
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。

ま
ず
、
前
少
帝
と
時
代
が
近
接
し
、
か
つ
基
本
的
な
文
献
史
料
で
あ
る
『
史
記
』『
漢
書
』
を
初
め
と
す
る
漢
代
の
史
料
で
は
ど
う

な
っ
て
い
る
の
か
を
確
認
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
以
降
の
史
料
で
は
ど
の
よ
う
な
形
で
前
少
帝
が
採
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い

て
整
理
を
行
う
。
ま
た
、
そ
の
過
程
で
諱
が
「
恭
」
に
定
ま
っ
た
の
は
い
つ
頃
か
、
さ
ら
に
は
そ
の
普
及
に
つ
い
て
の
歴
史
的
推
移
を

明
ら
か
に
す
る
過
程
で
、
こ
の
問
題
の
解
決
を
図
る
こ
と
に
す
る
。
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第
一
章　

王
朝
時
代
（
漢
〜
清
）
の
前
少
帝
の
記
述

第
一
節　

漢
代
で
の
前
少
帝
の
書
か
れ
方

漢
代
の
前
少
帝
に
関
す
る
記
述
は
、『
史
記
』
及
び
『
漢
書
』
に
見
え
る
も
の
が
根
本
史
料
で
あ
る
。

『
史
記
』
呂
太
后
本
紀
第
九

　

七
年
秋
八
月
戊
寅
、
孝
惠
帝
崩
。
發
喪
、（
…
…
中
略
…
…
）
九
月
辛
丑
、
葬
。
太
子
即
位
為
帝
、
謁
高
廟
。
元
年
、
號
令
一
出
太

后
。（
…
…
中
略
…
…
）
太
后
欲
王
呂
氏
、
先
立
孝
惠
後
宮
子
彊
為
淮
陽
王
、
子
不
疑
為
常
山
王
、
子
山
為
襄
城
侯
、
子
朝
為
軹
侯
、

子
武
為
壺
關
侯
。（
…
…
中
略
…
…
）
二
年
、
常
山
王
薨
、
以
其
弟
襄
城
侯
山
為
常
山
王
、
更
名
義
。

　
【
七
年
秋
八
月
戊
寅
、
孝
惠
帝
崩
ず
。
喪
を
發
す
。（
…
…
中
略
…
…
）
九
月
辛
丑
、
葬
る
。
太
子
位
に
即
き
て
帝
と
為
り
、
高
廟

に
謁
す
。
元
年
、
號
令
一
に
太
后
よ
り
出
づ
。（
…
…
中
略
…
…
）
太
后
・
呂
氏
を
王
と
せ
ん
と
欲
し
、
先
づ
孝
惠
後
宮
の
子
彊
を
立

て
て
淮
陽
王
と
為
し
、
子
不
疑
を
常
山
王
と
為
し
、
子
山
を
襄
城
侯
と
為
し
、
子
朝
を
軹
侯
と
為
し
、
子
武
を
壺
關
侯
と
為
す
。

（
…
…
中
略
…
…
）
二
年
、
常
山
王
薨
ず
、
其
の
弟
襄
城
侯
山
を
以
て
常
山
王
と
為
し
、
名
を
義
と
更
む
。】

　
（
四
年
）
宣
平
侯
女
為
孝
惠
皇
后
時
、
無
子
、
詳
為
有
身
、
取
美
人
子
名
之
、
殺
其
母
、
立
所
名
子
為
太
子
。
孝
惠
崩
、
太
子
立

為
帝
。
帝
壯
、
或
聞
其
母
死
、
非
真
皇
后
子
、
迺
出
言
曰
「
后
安
能
殺
吾
母
而
名
我
。
我
未
壯
、
壯
即
為
變
」。
太
后
聞
而
患
之
、

恐
其
為
亂
、
迺
幽
之
永
巷
中
、
言
帝
病
甚
、
左
右
莫
得
見
。
太
后
曰
「
凡
有
天
下
治
為
萬
民
命
者
、
蓋
之
如
天
、
容
之
如
地
、
上

有
歡
心
以
安
百
姓
、
百
姓
欣
然
以
事
其
上
、
歡
欣
交
通
而
天
下
治
。
今
皇
帝
病
久
不
已
、
迺
失
惑
惛
亂
、
不
能
繼
嗣
奉
宗
廟
祭
祀
、
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不
可
屬
天
下
、
其
代
之
」。
羣
臣
皆
頓
首
言
「
皇
太
后
為
天
下
齊
民
計
所
以
安
宗
廟
社
稷
甚
深
、
羣
臣
頓
首
奉
詔
」。
帝
廢
位
、
太

后
幽
殺
之
。
五
月
丙
辰
、
立
常
山
王
義
為
帝
、
更
名
曰
弘
。
不
稱
元
年
者
、
以
太
后
制
天
下
事
也
。
以
軹
侯
朝
為
常
山
王
。
置
太

尉
官
、
絳
侯
勃
為
太
尉
。
五
年
八
月
、
淮
陽
王
薨
、
以
弟
壺
關
侯
武
為
淮
陽
王
。

　
【（
四
年
）
宣
平
侯
の
女
・
孝
惠
の
皇
后
た
り
し
時
、
子
無
く
・
詳
り
て
身
有
り
と
為
し
、
美
人
の
子
を
取
り
て
之
に
名
づ
け
、
其

の
母
を
殺
し
、
名
づ
く
る
所
の
子
を
立
て
て
太
子
と
為
す
。
孝
惠
崩
じ
、
太
子
立
ち
て
帝
と
為
る
。
帝
壯
に
し
て
、
或
は
其
の
母

死
し
て
、
真
の
皇
后
の
子
に
非
ざ
る
と
聞
き
、
迺
ち
言
を
出
し
て
曰
く
「
后
・
安
く
ん
ぞ
能
く
吾
が
母
を
殺
し
て
我
に
名
づ
く
る

や
。
我
れ
未
だ
壯
な
ら
ず
、
壯
な
れ
ば
即
ち
變
を
為
さ
ん
」
と
。
太
后
聞
き
て
之
を
患
へ
、
其
の
亂
を
為
さ
ん
こ
と
を
恐
れ
、
迺

ち
之
を
永
巷
の
中
に
幽
し
、
帝
の
病
甚
だ
し
と
言
い
、
左
右
見
ゆ
る
を
得
る
も
の
莫
し
。
太
后
曰
く
「
凡
そ
天
下
を
有
ち
萬
民
の

命
を
治
為
す
る
者
は
、
之
を
蓋
う
こ
と
天
の
如
く
、
之
を
容
る
る
こ
と
地
の
如
く
、
上
は
歡
心
有
り
て
以
て
百
姓
を
安
ん
じ
、
百

姓
欣
然
と
し
て
以
て
其
の
上
に
事
へ
、
歡
欣
交
通
し
て
天
下
治
ま
る
。
今
ま
皇
帝
病
久
し
く
し
て
已
え
ず
、
迺
ち
失
惑
惛
亂
し
、

繼
嗣
し
て
宗
廟
の
祭
祀
を
奉
ず
る
こ
と
能
わ
ず
、
天
下
を
屬
す
べ
か
ら
ず
、
其
れ
之
を
代
え
ん
」
と
。
羣
臣
皆
な
頓
首
し
て
言
う

「
皇
太
后
・
天
下
の
齊
民
の
為
め
に
宗
廟
社
稷
を
安
ん
ず
る
所
以
を
計
る
こ
と
甚
だ
深
し
。
羣
臣
頓
首
し
て
詔
を
奉
ず
」
と
。
帝
位

を
廢
し
、
太
后
之
を
幽
殺
す
。
五
月
丙
辰
、
常
山
王
義
を
立
て
て
帝
と
為
し
、
名
を
更
め
て
弘
と
曰
う
。
元
年
を
稱
せ
ざ
る
は
・

太
后
の
天
下
の
事
を
制
す
る
を
以
て
な
り
。
軹
侯
朝
を
以
て
常
山
王
と
為
す
。
太
尉
の
官
を
置
き
、
絳
侯
勃
を
太
尉
と
為
す
。
五

年
八
月
、
淮
陽
王
薨
じ
、
弟
壺
關
侯
武
を
以
て
淮
陽
王
と
為
す
。】

『
史
記
』
漢
興
以
來
將
相
名
臣
年
表
第
十

　
（
惠
帝
七
年
）
立
少
帝
。（
…
…
中
略
…
…
）（
呂
后
四
年
）
廢
少
帝
、
更
立
常
山
王
弘
為
帝
。
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【（
惠
帝
七
年
）
少
帝
を
立
つ
。（
…
…
中
略
…
…
）（
呂
后
四
年
）
少
帝
を
廢
し
、
更
め
て
常
山
王
弘
を
立
て
て
帝
と
為
す
。】

『
史
記
』
呂
后
本
紀
で
は
、
後
少
帝
に
つ
い
て
諱
を
記
す
も
の
の
、
前
少
帝
に
つ
い
て
は
、
即
位
前
は
「
太
子
」、
即
位
後
は
「
帝
」

ま
た
は
「
皇
帝
」
と
の
み
記
し
、
漢
興
以
來
將
相
名
臣
年
表
第
十
で
の
み
「
少
帝
」
と
記
す
。
た
だ
し
、
漢
興
以
來
將
相
名
臣
年
表
第

十
に
つ
い
て
は
、『
史
記
集
解
』
及
び
『
史
記
索
隱
』
引
く
張
晏
説⑤

に
司
馬
遷
が
没
し
た
後
に
こ
の
篇
が
欠
け
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

『
史
記
集
解
』
引
く
張
晏
説

　

遷
沒
之
後
、
亡
景
紀
・
武
紀
・
禮
書
・
樂
書
・
律
書
・
漢
興
已
來
將
相
年
表
・
日
者
列
傳
・
三
王
世
家
・
龜
策
列
傳
・
傅
靳
蒯

列
傳
。
元
成
之
閒
、
褚
先
生
補
闕
、
作
武
帝
紀
、
三
王
世
家
、
龜
策
・
日
者
列
傳
、
言
辭
鄙
陋
、
非
遷
本
意
也
。

　
【
遷
沒
し
て
の
後
、
景
紀
・
武
紀
・
禮
書
・
樂
書
・
律
書
・
漢
興
已
來
將
相
年
表
・
日
者
列
傳
・
三
王
世
家
・
龜
策
列
傳
・
傅
靳

蒯
列
傳
、
亡
せ
り
。
元
成
の
閒
、
褚
先
生
補
闕
し
、
武
帝
紀
、
三
王
世
家
、
龜
策
・
日
者
列
傳
を
作
る
も
、
言
辭
鄙
陋
に
し
て
、

遷
の
本
意
に
非
ざ
る
な
り
。】

従
っ
て
、
司
馬
遷
は
少
帝
と
は
書
い
て
い
な
い
が
、『
漢
書
』
以
降
少
帝
と
書
か
れ
る
こ
と
か
ら
、
前
少
帝
を
少
帝
と
称
す
る
こ
と
自

体
は
早
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
認
で
き
る
。

『
史
記
』
以
降
、
前
少
帝
に
関
す
る
記
録
は
『
漢
書
』
に
ま
で
降
る
が
、
一
読
し
て
わ
か
る
よ
う
に
『
漢
書
』
の
そ
れ
は
『
史
記
』
の

焼
き
直
し
で
し
か
な
い
。
そ
の
た
め
文
献
の
記
述
と
し
て
は
、『
史
記
』
の
そ
れ
が
唯
一
と
な
る
。
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『
漢
書
』
高
后
紀
第
三

　

高
皇
后
呂
氏
、
生
惠
帝
。
佐
高
祖
定
天
下
、
父
兄
及
高
祖
而
侯
者
三
人
。
惠
帝
即
位
、
尊
呂
后
為
太
后
。
太
后
立
帝
姊
魯
元
公

主
女
為
皇
后
、
無
子
、
取
後
宮
美
人
子
名
之
以
為
太
子
。
惠
帝
崩
、
太
子
立
為
皇
帝
、
年
幼
、
太
后
臨
朝
稱
制
、
大
赦
天
下
。（
…
…

中
略
…
…
）
四
年
夏
、
少
帝
自
知
非
皇
后
子
、
出
怨
言
、
皇
太
后
幽
之
永
巷
。
詔
曰
「
凡
有
天
下
治
萬
民
者
、
蓋
之
如
天
、
容
之
如

地
；
上
有
驩
心
以
使
百
姓
、
百
姓
欣
然
以
事
其
上
、
驩
欣
交
通
而
天
下
治
。
今
皇
帝
疾
久
不
已
、
乃
失
惑
昏
亂
、
不
能
繼
嗣
奉
宗

廟
、
守
祭
祀
、
不
可
屬
天
下
。
其
議
代
之
」。
羣
臣
皆
曰
「
皇
太
后
為
天
下
計
、
所
以
安
宗
廟
社
稷
甚
深
。
頓
首
奉
詔
」。
五
月
丙

辰
、
立
恆
山
王
弘
為
皇
帝
。

　
【
高
皇
后
は
呂
氏
な
り
、
惠
帝
を
生
む
。
高
祖
天
下
を
定
む
を
佐
け
、
父
兄
高
祖
に
及
び
て
侯
た
る
者
三
人
。
惠
帝
位
に
即
き
、

呂
后
を
尊
び
て
太
后
と
為
す
。
太
后
帝
の
姊
魯
元
公
主
の
女
を
立
て
て
皇
后
と
為
す
も
、
子
無
く
、
後
宮
美
人
の
子
を
取
り
て
之

に
名
づ
け
て
以
て
太
子
と
為
す
。
惠
帝
崩
じ
、
太
子
立
ち
て
皇
帝
と
為
る
も
、
年
幼
な
れ
ば
、
太
后
臨
朝
稱
制
し
、
天
下
に
大
赦

す
。（
…
…
中
略
…
…
）
四
年
夏
、
少
帝
自
ら
皇
后
の
子
に
非
ざ
る
を
知
り
、
怨
言
を
出
だ
し
、
皇
太
后
之
を
永
巷
に
幽
す
。
詔
曰

「
凡
そ
天
下
を
有
ち
萬
民
を
治
む
る
者
、
之
を
蓋
う
こ
と
天
の
如
く
、
之
を
容
る
る
こ
と
地
の
如
く
、
上
は
歡
心
有
り
て
以
て
百
姓

を
安
ん
じ
、
百
姓
欣
然
と
し
て
以
て
其
の
上
に
事
へ
、
歡
欣
交
通
し
て
天
下
治
ま
る
。
今
ま
皇
帝
病
久
し
く
し
て
已
え
ず
、
迺
ち

失
惑
惛
亂
し
、
繼
嗣
し
て
宗
廟
の
祭
祀
を
奉
ず
る
こ
と
能
わ
ず
、
天
下
を
屬
す
べ
か
ら
ず
、
其
れ
議
し
て
之
を
代
え
ん
」
と
。
羣

臣
皆
な
曰
く
「
皇
太
后
天
下
の
為
に
計
り
、
宗
廟
社
稷
を
安
ん
ず
る
所
以
を
計
る
こ
と
甚
だ
深
し
。
頓
首
し
て
詔
を
奉
ず
」
と
。

五
月
丙
辰
、
恆
山
王
弘
を
立
て
て
皇
帝
と
為
す
。】

上
述
の
よ
う
に
、
両
少
帝
の
記
述
に
関
し
て
は
『
史
記
』
の
そ
れ
が
第
一
に
参
照
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
が
、
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そ
の
中
で
注
目
す
べ
き
も
の
は
、
諸
大
臣
の
「
真
の
孝
惠
の
子
に
非
ざ
る
な
り
」
と
、
東
牟
侯
興
居
の
「
足
下
は
劉
氏
に
非
ず
、
當
に

立
つ
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
発
言
で
あ
る
。

『
史
記
』
呂
太
后
本
紀
第
九

　

諸
大
臣
相
與
陰
謀
曰
「
少
帝
及
梁
・
淮
陽
・
常
山
王
、
皆
非
真
孝
惠
子
也
。
呂
后
以
計
詐
名
他
人
子
、
殺
其
母
、
養
後
宮
、
令

孝
惠
子
之
、
立
以
為
後
、
及
諸
王
、
以
彊
呂
氏
。（
…
…
中
略
…
…
）
東
牟
侯
興
居
曰
「
誅
呂
氏
吾
無
功
、
請
得
除
宮
」。
迺
與
太
僕

汝
陰
侯
滕
公
入
宮
、
前
謂
少
帝
曰
「
足
下
非
劉
氏
、
不
當
立
」。
乃
顧
麾
左
右
執
戟
者

兵
罷
去
。
有
數
人
不
肯
去
兵
、
宦
者
令
張

澤
諭
告
、亦
去
兵
。
滕
公
迺
召
乘
輿
車
載
少
帝
出
。
少
帝
曰
「
欲
將
我
安
之
乎
」。
滕
公
曰
「
出
就
舍
」。
舍
少
府
。（
…
…
中
略
…
…
）

夜
、
有
司
分
部
誅
滅
梁
・
淮
陽
・
常
山
王
及
少
帝
於
邸
。

　
【
諸
大
臣
相
與
に
陰
か
に
謀
り
て
曰
く
「
少
帝
及
び
梁
・
淮
陽
・
常
山
王
・
皆
な
真
の
孝
惠
の
子
に
非
ざ
る
な
り
。
呂
后
計
を
以

て
詐
り
て
他
人
の
子
を
名
づ
け
、
其
の
母
を
殺
し
、
後
宮
に
養
ひ
、
孝
惠
を
し
て
之
を
子
と
せ
し
め
、
立
て
て
以
て
後
及
び
諸
王

と
為
し
、以
て
呂
氏
を
彊
く
す
。（
…
…
中
略
…
…
）
東
牟
侯
興
居
曰
く
「
呂
氏
を
誅
す
る
に
吾
れ
功
無
し
。
請
う
宮
を
除
う
を
得
ん
」

と
。
迺
ち
太
僕
汝
陰
侯
滕
公
と
宮
に
入
り
、
前
み
て
少
帝
に
謂
い
て
曰
く
「
足
下
は
劉
氏
に
非
ず
、
當
に
立
つ
べ
か
ら
ず
」
と
。

乃
ち
顧
み
て
左
右
の
戟
を
執
る
者
を
麾
き
兵
を

し
て
罷
め
去
ら
し
む
。
數
人
有
り
て
兵
を
去
つ
る
を
肯
ぜ
ず
、
宦
者
令
張
澤
諭

し
告
ぐ
、
亦
た
兵
を
去
つ
。
滕
公
迺
ち
乘
輿
の
車
を
召
し
少
帝
を
載
せ
て
出
づ
。
少
帝
曰
く
「
我
を
將
い
て
安
く
に
か
之
か
ん
と

欲
す
る
か
」
と
。
滕
公
曰
く
「
出
で
て
舍
に
就
く
な
り
」
と
。
少
府
に
舍
す
。（
…
…
中
略
…
…
）
夜
、
有
司
部
を
分
か
ち
梁
・
淮

陽
・
常
山
王
及
び
少
帝
を
邸
に
誅
滅
す
。】
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こ
こ
か
ら
、
司
馬
遷
の
当
時
で
す
ら
、
前
後
両
少
帝
を
正
統
な
劉
氏
皇
帝
で
は
な
い
と
す
る
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

実
際
、『
史
記
』・『
漢
書
』
で
は
歴
代
皇
帝
と
し
て
彼
等
二
人
の
本
紀
を
立
て
て
い
な
い
こ
と
が
、
そ
れ
が
正
統
的
な
歴
史
認
識
と
し
て

定
着
し
て
い
た
こ
と
を
明
確
に
す
る
。

こ
れ
は
後
漢
末
に
至
っ
て
も
同
様
で
あ
る
。
例
え
ば
後
漢
末
の
蔡
邕
『
独
断
』
で
は
、
高
祖
以
来
霊
帝
に
至
る
ま
で
の
漢
王
朝
歴
代

皇
帝
を
列
挙
す
る
が
、
恵
帝
死
去
後
の
に
つ
い
て
は
「
呂
后
攝
政
」
と
し
て
前
後
少
帝
を
挙
げ
な
い
。

後
漢
：
蔡
邕
『
独
断
』

　

高
祖
為
漢
。
高
帝
・
惠
帝
・
呂
后
攝
政
・
文
帝
・
景
帝
・
武
帝
・
昭
帝
・
宣
帝
・
元
帝
・
成
帝
・
哀
帝
・
平
帝
・
王
莽
・
聖
公
・

光
武
・
明
帝
・
章
帝
・
和
帝
・
殤
帝
・
安
帝
・
順
帝
・
沖
帝
・
質
帝
・
桓
帝
・
靈
帝
、
從
高
帝
至
桓
帝
、
三
百
八
十
六
年
。
除
王

莽
・
劉
聖
公
、
三
百
六
十
六
年
。
從
高
祖
乙
未
至
今
壬
子
歲
、
四
百
一
十
年
。
呂
后
・
王
莽
不
入
數
。
高
帝
以
甲
午
歲
即
位
、
以

乙
未
為
元
。

　
【
高
祖
漢
を
為
す
。
高
帝
・
惠
帝
・
呂
后
攝
政
・
文
帝
・
景
帝
・
武
帝
・
昭
帝
・
宣
帝
・
元
帝
・
成
帝
・
哀
帝
・
平
帝
・
王
莽
・

聖
公
・
光
武
・
明
帝
・
章
帝
・
和
帝
・
殤
帝
・
安
帝
・
順
帝
・
沖
帝
・
質
帝
・
桓
帝
・
靈
帝
、
高
帝
從
り
桓
帝
に
至
る
ま
で
、

三
百
八
十
六
年
。
王
莽
・
劉
聖
公
を
除
き
、
三
百
六
十
六
年
。
高
祖
乙
未
從
り
今
ま
壬
子
の
歲
に
至
る
ま
で
、
四
百
一
十
年
。
呂

后
・
王
莽
數
に
入
れ
ず
。
高
帝
甲
午
の
歲
を
以
て
即
位
し
、
乙
未
を
以
て
元
と
為
す
。】

　

帝
嫡
妃
曰
皇
后
、
帝
母
曰
皇
太
后
、
帝
祖
母
曰
太
皇
太
后
、
其
衆
號
皆
如
帝
之
稱
。
秦
漢
以
來
、
少
帝
即
位
、
后
代
而
攝
政
、

稱
皇
太
后
、
詔
不
言
制
。
漢
興
、
惠
帝
崩
、
少
帝
弘
立
、
太
后
攝
政
。

　
【
帝
の
嫡
妃
を
皇
后
と
曰
ひ
、
帝
母
を
皇
太
后
と
曰
ひ
、
帝
祖
母
を
太
皇
太
后
と
曰
ひ
、
其
の
號
を
衆
む
る
こ
と
皆
な
帝
の
稱
の
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如
し
。
秦
漢
以
來
、
少
帝
即
位
、
后
代
り
て
攝
政
し
、
皇
太
后
と
稱
し
、
詔
す
る
も
制
を
言
は
ず
。
漢
興
り
、
惠
帝
崩
じ
、
少
帝

弘
立
ち
、
太
后
攝
政
す
。】

蔡
邕
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
荀
悦
も
そ
の
著
書
『
漢
紀
』
の
紀
と
し
て
高
祖
皇
帝
紀
・
孝
惠
皇
帝
紀
・
高
后
紀
の
三
つ
を
立
て
、
前
後
少

帝
は
蔡
邕
と
同
様
に
高
后
紀
に
含
め
て
扱
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
両
少
帝
は
劉
氏
王
朝
で
あ
る
前
後
漢
で
は
基
本
的
に
閏
位
と
し
て
扱
わ
れ
、
歴
代
皇
帝
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

第
二
節　

漢
よ
り
後
の
時
代
で
の
前
少
帝
の
書
か
れ
方

そ
れ
以
降
に
つ
い
て
も
、
基
本
的
に
前
漢
歴
代
は
高
祖
・
恵
帝
・
呂
后
・
文
帝
の
順
に
あ
げ
ら
れ
、
前
少
帝
は
歴
代
か
ら
排
除
さ
れ

て
い
る
。
無
論
、
そ
の
諱
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。

仏
教
系
の
通
史
で
あ
る
隋
：
費
長
房
『
歴
代
三
宝
紀
』
巻
二
で
は
、
両
少
帝
在
位
期
を
「
呂
后
攝
」
と
し
て
ま
と
め
、
両
少
帝
の
存

在
に
す
ら
触
れ
な
い
。
時
代
は
降
る
が
、
同
じ
く
仏
教
系
通
史
の
元
：
梅
屋
念
常
『
仏
祖
歴
代
通
載
』
も
呂
后
期
と
し
て
扱
う
。

『
太
平
御
覽
』
巻
八
十
七
／
皇
王
部
十
二
は
、
項
目
と
し
て
「
漢
高
祖
皇
帝
・
項
籍
（
附
）・
孝
惠
皇
帝
・
前
少
帝
・
後
少
帝
」
と
、
初

め
て
「
前
少
帝
」
を
歴
代
に
含
め
る
。
本
文
は
内
容
は
『
史
記
』
の
要
約
で
あ
り
、
特
に
諱
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

北
宋
の
司
馬
光
『
資
治
通
鑑
』
漢
紀
四
で
は
「
太
子
」
で
あ
り
、
ま
た
即
位
後
（
漢
紀
五
）
は
紀
年
そ
の
も
の
が
「
高
后
（
す
な
わ
ち
呂

后
）」
で
立
て
ら
れ
る
と
い
う
『
史
記
』・『
漢
書
』
以
来
の
方
針
に
沿
い
、
彼
自
身
は
「
少
帝
（
高
后
四
年
）」
と
の
み
書
か
れ
、
諱
は
記

さ
れ
て
い
な
い
。
同
じ
く
宋
：
諸
葛
深
『
歴
代
帝
王
紹
運
図
』・
南
宋
：
不
明
『
帝
王
紹
運
図
碑
』・
南
宋
：
馬
仲
虎
『
歴
代
帝
王
編
年
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互
見
之
図
』・
南
宋
：
王
益
之
『
西
漢
年
紀
』・

南
宋
：
徐
天
麟
『
西
漢
会
要
』
の
何
れ
も
呂

后
期
と
し
て
扱
う
。

時
代
が
降
っ
て
、
明
：
凌
迪
知
『
歴
代
帝

王
姓
系
統
譜
』に
至
っ
て
も
前
例
通
り
前
漢

歴
代
皇
帝
の
項
目
を
高
帝
・
惠
帝
・
呂
后
と

し
、
両
少
帝
を
記
さ
な
い
（『
歴
代
帝
王
姓
系

統
譜
』
で
は
、惠
帝
の
項
に
「
子
無
し
」
と
記
述
す

る
）。『
史
記
』・『
漢
書
』
の
注
釈
で
あ
る
『
史
記
評
林
』・『
漢
書
評
林
』
の
冒
頭
に
載
せ
ら
れ
る
系
図
で
は
、
両
少
帝
を
記
し
て
い
な

い
（
図
1
参
照
）。

清
朝
に
な
っ
て
も
、前
代
に
従
い
、項
目
を
立
て
な
い
史
料
が
多
い
。
例
え
ば
、陸
費
墀
『
帝
王
廟
諡
年
諱
譜
』（
乾
隆
四
十
（
一
七
七
五
）

年
）
及
び
黄
本
驥
『
避
諱
録
』（
道
光
二
十
六
（
一
八
四
六
）
年
）
で
は
両
少
帝
の
項
目
を
立
て
て
い
な
い
が
、
前
少
帝
の
諱
に
つ
い
て
言
及

す
る
著
作
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

梁
玉
縄
『
史
記
志
疑
』
巻
十
「
太
子
即
位
為
帝
」
の
項

案
此
所
稱
為
少
帝
者
也
。
史
漢
皆
不
言
其
名
。
蓋
孝
惠
後
宮
子
。
正
義
引
「
劉
伯
莊
謂
「
幸
呂
氏
有
身
而
入
宮
生
子
者
妄
」」。

【
案
ず
る
に
此
れ
稱
す
る
所
の
少
帝
為
る
者
な
り
。
史
漢
皆
な
其
の
名
を
言
わ
ず
。
蓋
し
孝
惠
後
宮
子
な
ら
ん
。
正
義
に
引
く「
劉

伯
莊
謂
う
「
呂
氏
に
幸
あ
り
、
身
有
り
て
宮
に
入
り
て
子
を
生
む
」」
は
妄
な
り
。】」

図 1：『史記評林』より
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※
『
史
記
正
義
』「
劉
伯
莊
云
「
諸
美
人
元
幸
呂
氏
、
懷
身
而
入
宮
生
子
。」」

【
劉
伯
莊
云
ふ
「
諸
美
人
元
め
呂
氏
に
幸
あ
り
、
懷
身
し
て
宮
に
入
り
て
子
を
生
む
」
と
。】

梁
玉
縄
言
は
、清
朝
以
前
に
お
け
る
少
帝
の
諱
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
た
数
少
な
い
も
の
の
一
つ
だ
が
、博
覧
強
記
の
彼
で
さ
え
「
史

漢
皆
な
其
の
名
を
言
わ
ず
」
と
、『
史
記
』・『
漢
書
』
に
諱
が
見
え
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
の
み
で
あ
っ
た
。

一
方
、
諱
や
避
諱
に
つ
い
て
博
捜
・
考
證
を
行
っ
た
周
広
業
が
、
興
味
深
い
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。

周
広
業
『
経
史
避
名
彙
考
』（
嘉
慶
二
（
一
七
九
七
）
自
叙
）
巻
六

廢
帝
﹇
亦
曰
少
帝
﹈、
諱
﹇
無
考
﹈、
為
呂
后
幽
死
。

【
廢
帝
﹇
亦
た
少
帝
と
曰
ふ
﹈、
諱
﹇
考
無
し
﹈、
呂
后
の
為
に
幽
死
す
。】

周
広
業
は
、『
史
記
』・『
漢
書
』
五
行
志
に
『
春
秋
』
の
「
僖
公
」
を
「
釐
公
」
と
改
め
る
こ
と
か
ら
、「
僖
」
が
諱
な
の
で
は
な
い

か
と
推
測
し
て
い
る
。
実
際
、十
二
諸
侯
年
表
に
「
僖
公
薨
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、『
史
記
』
が
僖
公
を
釐
公
に
改
変
し
た
可
能
性
（
十
二

諸
侯
年
表
の
「
僖
公
」
は
改
変
し
忘
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
）
は
あ
る
。
た
だ
し
そ
れ
が
避
諱
に
よ
る
の
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
ま
ず
、

劉
向
『
列
女
傳
』
に
「
曹
僖
氏
妻
」
と
い
う
伝
が
立
て
ら
れ
て
い
る
、
こ
と
か
ら
、
前
漢
に
「
僖
」
が
避
諱
で
あ
っ
た
可
能
性
が
否
定

さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
甲
骨
・
金
文
・
竹
簡
な
ど
の
先
秦
の
出
土
文
字
史
料
に
「
僖
」
が
見
え
ず
、
も
っ
ぱ
ら
「
釐
」
が
使
わ
れ
る
と
い

う
事
実
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
、「
僖
」
を
使
用
す
る
の
は
『
春
秋
』
経
文
特
有
の
書
法
で
あ
る
可
能
性
が
想
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
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小
結

以
上
、
前
少
帝
に
関
す
る
文
献
の
記
述
、
並
び
に
そ
の
後
清
朝
に
至
る
ま
で
の
扱
い
や
諱
に
関
す
る
考
察
に
関
し
て
と
り
あ
げ
た
。

そ
れ
を
ま
と
め
る
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

ま
ず
、
前
少
帝
に
関
す
る
史
料
は
、『
史
記
』
に
書
か
れ
る
こ
と
が
ほ
ぼ
全
て
で
あ
り
、『
漢
書
』
以
降
は
、
そ
の
焼
き
直
し
に
過
ぎ

な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
ま
た
、
後
少
帝
も
含
め
た
前
後
少
帝
の
扱
い
は
、
呂
太
后
本
紀
に
「
劉
氏
に
非
ず
」
と
書
か
れ
る
よ
う
に
、

既
に
漢
王
朝
の
時
代
で
す
ら
歴
代
皇
帝
と
し
て
扱
わ
れ
ず
、
そ
の
後
も
そ
れ
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
。

清
に
な
る
と
、
よ
う
や
く
前
少
帝
の
諱
に
関
す
る
考
察
が
行
わ
れ
る
が
、
梁
玉
縄
は
不
明
で
あ
る
と
し
、
周
広
業
は
「
僖
」
で
は
な

い
か
と
す
る
説
を
立
て
る
が
、
そ
れ
は
否
定
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

簡
単
に
い
え
ば
、
前
漢
以
来
、
清
王
朝
滅
亡
に
至
る
ま
で
、
中
華
世
界
で
は
前
少
帝
の
名
前
は
不
明
で
あ
り
続
け
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
明
治
末
の
我
が
国
で
初
め
て
「
少
帝
恭
」
の
表
記
が
登
場
す
る
。
次
章
で
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

第
二
章　

明
治
大
正
期
に
お
け
る
前
少
帝
の
書
か
れ
方

第
一
節　

明
治
期
の
前
少
帝
の
書
か
れ
方

上
述
の
よ
う
に
、「
少
帝
恭
」
の
諱
は
、
明
治
末
の
我
が
国
で
初
め
て
登
場
す
る
（
後
述
す
る
よ
う
に
筆
者
の
調
査
の
限
り
で
は
、
亀
井
忠
一

編
『
最
新
世
界
年
表
』
三
省
堂
、
一
九
〇
九
（
明
治
四
十
二
）
年
が
初
出
）。



立命館東洋史學　第 40號

78

ま
ず
は
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
我
が
国
の
前
少
帝
の
扱
い
に
つ
い
て
ま
と
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。

明
治
維
新
以
降
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
導
入
さ
れ
た
歴
史
学
の
枠
組
み
で
、
我
が
国
で
も
中
国
の
歴
史
が
教
授
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

そ
の
た
め
の
教
科
書
が
数
多
く
執
筆
さ
れ
た
。
そ
の
中
で
、
前
漢
の
勃
興
期
に
触
れ
た
も
の
も
数
多
く
存
在
す
る
が
、
そ
れ
ら
は
基
本

的
に
『
史
記
』『
漢
書
』
の
記
述
を
下
敷
き
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
前
後
両
少
帝
の
扱
い
は
、
清
朝
以
前
の
伝
統
的

な
「
高
祖
―
惠
帝
―
呂
后
―
文
帝
」
の
枠
組
み
の
影
響
下
に
置
か
れ
た
の
で
あ
る
。

以
下
、
明
治
期
の
漢
代
史
の
記
述
に
見
え
る
両
少
帝
の
書
か
れ
方
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
る
。
少
し
冗
長
に
な
る
か
と
は
思
う
が
、

ご
確
認
い
た
だ
き
た
い⑥

。

ま
ず
、
明
治
期
の
両
少
帝
の
書
か
れ
方
に
つ
い
て
は
、
二
種
類
あ
る
。

一
つ
目
は
、
両
少
帝
を
歴
代
皇
帝
に
含
め
な
い
と
す
る
伝
統
的
な
考
え
方
に
従
っ
て
、
系
図
に
前
後
両
少
帝
を
掲
載
し
な
い
も
の
で

あ
る
。
そ
し
て
二
つ
目
は
、
逆
に
両
少
帝
を
掲
載
す
る
も
の
で
あ
る
。

両
少
帝
を
系
図
に
掲
載
し
な
い
も
の

ま
ず
、
一
つ
目
か
ら
と
り
あ
げ
る
。
こ
ち
ら
は
、
二
つ
目
よ
り
も
早
期
か
ら
み
ら
れ
、
な
お
か
つ
量
的
に
も
主
流
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
漢
代
史
の
記
述
が
基
本
的
に
『
史
記
』『
漢
書
』
の
要
約
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
必
然
的
に
そ
の
正
統
観
の
影
響
を
被
っ

た
も
の
な
っ
た
と
い
え
る
。

例
え
ば
、
小
永
井
八
郎
『
漢
史
一
斑
』（
文
部
省
、
一
八
七
七
（
明
治
十
）
年
）
は
、
漢
代
史
で
は
な
く
中
華
世
界
の
正
統
王
朝
を
通
史
と

し
て
記
述
し
た
も
の
だ
が
、
前
漢
を
取
り
扱
っ
た
「
西
漢
紀
」（
巻
一
所
収
）
で
は
、
歴
代
皇
帝
を
「
高
祖
―
惠
帝
―
呂
后
―
文
帝
」
の
順

で
記
述
し
、
前
少
帝
は
「
太
子
」「
帝
」
と
の
み
記
す
。
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同
じ
く
通
史
で
あ
る
高
林
五
峰
編
『
支
那
史
纂
』（
学
古
塾
、
一
八
七
八
（
明
治
十
一
）
年
）
巻
二
「
漢
紀
」
で
は
、
冒
頭
の
歴
代
帝
王
を

「
呂
后
」
で
立
て
る
。

こ
ち
ら
も
通
史
で
あ
る
、
佐
久
間
舜
一
郎
編
『
漢
史
簡
覧
』（
岡
山
県
師
範
学
校
、
一
八
七
八
（
明
治
十
一
）
年
）
巻
一
「
西
漢
紀
」
で
は
、

項
を
「
呂
后
」
で
た
て
、
本
文
中
に
「
少
帝
」
と
の
み
記
す
。

ま
た
、
明
治
期
を
代
表
す
る
漢
学
・
東
洋
史
学
者
で
あ
る
市
村
瓚
次
郎
・
滝
川
亀
太
郎
の
『
支
那
史
』（
吉
川
半
七
、一
八
九
一
（
明
治

二
十
四
）
24
年
）
の
「
巻
二
／
第
一
篇　

秦
漢
三
国
史
／
第
二
章　

前
漢
の
隆
替
」
で
は
「
第
三
節　

呂
氏
の
専
横
」
と
題
し
て
、
呂
后

並
び
に
呂
氏
が
記
述
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
前
少
帝
は
「
太
子
」「
帝
」
と
書
か
れ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
い
。
ま
た
、

巻
末
の
「
秦
漢
三
國
大
事
年
表
」
も
「
呂
后
某
年
」
と
呂
后
で
紀
年
を
立
て
て
い
る
（
図
2
参
照
）。

こ
の
傾
向
は
明
治
末
年
に
至
っ
て
も
変
わ
ら
ず
、
土
屋
詮
教
『
東
洋
歴
史
』（
新
撰
百
科
全
書
第
二
編
）（
修
学
堂
、
一
九
〇
八
（
明
治
四
十
一
）

年
）
所
収
系
図
で
は
前
後
少
帝
を
掲
載
せ
ず
、
同
じ
く
同
年

の
高
桑
駒
吉
著
『
中
等
東
洋
歴
史
詳
解
』（
三
省
堂
）
所
収
系

図
も
、
惠
帝
の
下
に
「
呂
后
摂
政
」
と
し
、
前
後
少
帝
を
掲

載
し
て
い
な
い
。
以
下
、
同
様
の
例
は
数
多
く
あ
る
た
め
、

一
覧
だ
け
挙
げ
て
お
く
。

・
味
岡
正
義
等
著
『
支
那
史
略　

上
巻
』（
岐
阜
県
師
範
学

校
、
一
八
七
八
（
明
治
十
一
）
年
）

・
藤
田
久
道
編
『
漢
土
歴
代
二
十
一
史
略　

巻
二
』（
青
木

輔
清
他
、
一
八
七
九
（
明
治
十
二
）
年
）

図 2：『支那史』より
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・
幸
田
成
友
『
東
洋
歴
史
』（
帝
国
百
科
全
書
第
85
編
）（
博
文
館
、
一
九
〇
二
（
明
治
三
十
五
）
年
）

・
伊
藤
允
美
・
西
浦
泰
治
『
東
洋
歴
史
教
科
書
』（
普
及
舎
、
一
九
〇
二
（
明
治
三
十
五
）
年
）

・
久
保
天
随
『
東
洋
歴
史
大
辞
典
』（
同
文
館
、
一
九
〇
四
（
明
治
三
十
七
）
年
）

・
新
保
磐
次
『
東
洋
歴
史
』（
金
港
堂
、
一
九
〇
四
（
明
治
三
十
七
）
年
）

・
山
田
美
妙
（
武
太
郎
）
編
『
世
界
歴
史
大
年
表
』（
青
木
嵩
山
堂
、
一
九
〇
四
（
明
治
三
十
七
）
年
）

・
木
寺
柳
次
郎
編
『
東
洋
史
要
附
図
』（
水
野
書
店
、
一
九
〇
四
（
明
治
三
十
七
）
年
）

・
村
田
稔
亮
『
新
編
東
洋
史
』（
水
野
書
店
、
一
九
〇
六
（
明
治
三
十
九
）
年
）

・
萩
野
由
之
監
修
／
八
代
国
治
・
早
川
純
三
郎
・ 

井
野
辺
茂
雄
編
『
国
史
大
辞
典
』
插
絵
及
年
表
巻
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
〇
八
（
明
治

四
十
一
）
年
）

両
少
帝
を
系
図
に
掲
載
す
る
も
の

二
つ
目
は
、
両
少
帝
を
系
図
に
掲
載
す
る
例
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
ち
ら
は
、
系
図
に
掲
載
し
、
か
つ
歴
代
皇
帝
に
含
め
る
も
の
と
、

掲
載
は
す
る
が
歴
代
皇
帝
に
数
え
な
い
（
閏
位
と
し
て
扱
う
）
も
の
の
更
に
二
つ
に
分
か
れ
る
。

こ
ち
ら
の
事
例
の
初
発
は
、
お
そ
ら
く
那
珂
通
世
『
支
那
通
史
』（
中
央
堂
、
一
八
八
八
（
明
治
二
十
一
）
年
）
で
あ
る
。
同
書
の
第
三
篇

「
前
漢
上
」
で
は
、
項
目
と
し
て
「
第
三
章　

高
后
当
国
及
諸
呂
之
乱
」
と
題
し
、
前
少
帝
は
『
史
記
』
に
倣
っ
て
「
太
子
」「
帝
」
と

書
か
れ
、「
史
失
其
名
（
史
、
其
の
名
を
失
う
）」
と
、
諱
が
不
明
で
あ
る
こ
と
を
明
記
す
る
。

ま
た
、
本
書
で
も
う
一
つ
注
目
す
べ
き
は
、
巻
末
付
録
の
「
秦
漢
三
国
世
系
」
と
題
し
た
系
図
で
あ
る
（
図
3
参
照
）。
こ
こ
で
は
、
恵

帝
の
子
供
と
し
て
「
少
帝
某
」「
少
帝
弘
」
が
書
か
れ
、
即
位
順
を
示
す
﹇
三
﹈﹇
四
﹈
が
そ
れ
ぞ
れ
名
前
の
上
に
記
さ
れ
、
ま
た
「
諸
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帝
在
位
年
数
及
年
号
」
で
は
「
少
帝
某
（
四
年
）」「
少
帝
弘

（
四
年
）」
と
そ
れ
ぞ
れ
の
在
位
年
数
が
記
さ
れ
る
。『
史
記
』

『
漢
書
』
以
来
、前
後
少
帝
が
歴
代
皇
帝
の
座
か
ら
外
さ
れ
て

き
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
那
珂
の
こ
の
正
統
観
へ
の
挑
戦
と

も
い
え
る
改
変
は
着
目
す
べ
き
も
の
と
な
る⑦

。

宮
本
正
貫
『
東
洋
歴
史　

上
巻
』（
冨
山
房
、
一
八
九
五
（
明

治
二
十
八
）
年
）「
支
那
歴
代
帝
王
世
系
」
の
「
前
漢
帝
王
ノ
世

系
及
ビ
在
位
年
数
」（
四
十
四
葉
右
）
で
も
、那
珂
の
系
図
の
影

響
を
受
け
て
か
「
少
帝
某
（
四
年
）」「
少
帝
弘
（
四
年
）」
と
す

る
。同

様
に
、丸
井
圭
次
郎
著
『
東
洋
史
参
照
図
表
』（
六
盟
館
、

一
九
〇
一
（
明
治
三
十
四
）
年
）「
支
那
歴
代
帝
王
世
系
所
収
前
漢

系
図
」
の
「
漢
」（
王
朝
世
系
図
）
で
も
、恵
帝
の
子
供
と
し
て

「
少
帝
某
」「
少
帝
弘
」
が
書
か
れ
、
即
位
順
を
示
す
﹇
三
﹈

﹇
四
﹈
が
そ
れ
ぞ
れ
名
前
の
上
に
記
さ
れ
る
。

た
だ
し
、
那
珂
一
八
八
八
の
正
統
観
が
無
条
件
に
受
け
継

が
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
上
述
し
た
よ
う
に
、
伝
統
的
な
正

統
観
に
従
っ
て
、
両
少
帝
を
歴
代
に
含
め
ず
系
図
に
す
ら
掲

図 3 ：那珂通世『支那通史』巻之二より
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載
し
な
い
も
の
も
那
珂
以
降
数
多
く
出
版
さ
れ
た
こ
と
は
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
。

更
に
、
大
塚
久
編
『
新
式
東
洋
歴
史
辞
典
』（
郁
文
舎
、
一
九
〇
五
（
明
治
三
十
八
）
年
）
所
収
系
図
の
よ
う
に
、「
少
帝
某
」「
少
帝
弘
」
と

系
図
に
両
少
帝
を
掲
載
す
る
一
方
、「
一　

高
祖
邦
」「
二　

恵
帝
盈
」「
三　

文
帝
恒
」
の
順
に
歴
代
在
位
を
示
す
数
字
が
つ
け
ら
れ
、

両
少
帝
を
閏
位
扱
い
す
る
、
折
衷
的
な
記
述
も
登
場
す
る
（
大
塚
一
九
〇
五
で
は
、
年
表
の
紀
年
を
高
后
（
呂
后
）
で
立
て
る⑧

）

第
二
節　
「
少
帝
恭
」
の
登
場

前
節
で
明
治
期
の
両
少
帝
の
扱
い
に
つ
い
て
、
系
図
に
載
せ
る
か
否
か
と
い
う
二
つ
の
違
い
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
前
少
帝
の

表
記
に
つ
い
て
は
、『
史
記
』・『
漢
書
』
の
「
太
子
」・「
帝
」
が
本
文
中
に
使
わ
れ
る
ほ
か
、
那
珂
通
世
以
来
、
系
図
に
「
少
帝
某
」
と

い
う
表
記
を
採
用
す
る
も
の
が
見
ら
れ
る
点
も
指
摘
し
た
が
、
具
体
的
な
諱
に
つ
い
て
記
す
も
の
は
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
明
治
の
末
年
、
突
如
前
少
帝
の
諱
を
「
恭
」
と
す
る
書
籍
が
登
場
す
る
。
筆
者
の
現
在
ま
で
の
調
査
に
よ
る
と
、
そ
の

初
出
は
、『
最
新
世
界
年
表
』（
亀
井
忠
一⑨

編
）
三
省
堂
一
九
〇
九

（
明
治
四
十
二
）
年
表
部
分
と
な
る
（
図
4
参
照
。
以
下
、
亀
井

一
九
〇
九
と
表
記
す
る
）。
本
書
は
、
日
本
・
中
国
・
西
洋
を
各

行
と
す
る
年
表
形
式
の
著
作
だ
が
、
そ
の
前
身
と
し
て
棚
橋

一
郎⑩

・
小
川
銀
次
郎⑪

編
『
万
国
大
年
表
』（
三
省
堂
、
一
八
九
七

（
明
治
三
十
）
年
）
が
存
在
す
る
。
そ
こ
で
『
万
国
大
年
表
』
の

年
表
（
図
5
参
照
）
並
び
に
付
録
五
「
支
那
歴
代
君
主
表
」
を

見
る
と
、
共
に
呂
后
で
紀
年
を
立
て
て
お
り
、
前
後
少
帝
の

図 4：亀井一九〇九年表
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項
目
を
作
っ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
亀
井
一
九
〇
九
が
初

出
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

「
恭
」
は
、亀
井
一
九
〇
九
の
時
点
で
典
拠
も
な
く
唐
突
に

出
て
く
る
。
筆
者
は
、
那
珂
通
世
の
『
支
那
通
史
』
の
影
響

と
そ
の
誤
読
が
背
景
に
あ
っ
た
と
推
測
し
て
い
る
が
、
そ
れ

に
つ
い
て
は
本
論
の
最
後
で
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

亀
井
一
九
〇
九
以
降
も
、『
最
新
世
界
年
表
』
は
好
評
に
つ

き
重
版
・
改
版
を
重
ね
る
が
、
年
表
に
見
え
る
「
少
帝
恭
」

の
項
目
は
改
版
後
も
例
え
ば
一
九
一
三
（
大
正
二
）
年
版
で
も

そ
の
ま
ま
存
置
さ
れ
、
加
え
て
同
版
で
は
付
録
と
し
て
新
た

に
各
国
王
侯
の
系
図
が
収
録
さ
れ
、
そ
の
前
漢
系
図
に
「
少

帝
恭
」
が
追
加
さ
れ
る
に
至
る
（
図
6
参
照
）。

注
目
す
べ
き
は
こ
の
系
図
で
あ
る
。
新
た
な
情
報
の
追
加

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
年
表
の
「
恭
」
を
正
式
に
系
図
に

転
記
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ

は
、
初
め
て
前
少
帝
の
諱
を
「
恭
」
で
あ
る
と
認
識
し
た
行

為
に
他
な
ら
な
い
。

亀
井
一
九
一
三
年
の
編
者
に
つ
い
て
、
東
洋
史
部
分
の
執

図 5：『万国大年表』図 6：亀井一九一三系図
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筆
は
妻
木
忠
太
で
あ
る
と
表
記
が
あ
る
。（『
万
国
大
年
表
』
序
文
に
は
、
具
体
的
な
作
業
を
手
伝
っ
た
人
物
と
し
て
瀬
川
秀
雄
氏⑫

の
名
前
を
挙
げ
る
一

方
、
亀
井
一
九
〇
九
は
具
体
的
な
担
当
名
を
欠
く
）。

妻
木
忠
太
（
一
八
七
〇
〜
一
九
四
四
年
）。
近
現
代
史
、
特
に
『「
木
戸
孝
允
日
記
』・『
木
戸
孝
允
文
書
』
の
よ
う
な
幕
末
・
維
新
期
の
伝

記
・
文
書
集
編
纂
に
功
績
が
あ
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
本
論
で
は
特
に
、
彼
が
日
本
史
の
研
究
者
で
あ
る
こ
と
に
着
目
し
た
い
。
要

す
る
に
妻
木
は
、
漢
学
の
素
養
は
持
っ
て
い
る
も
の
の
、
専
門
家
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
人
物
が
担
当
し
た
た

め
、「
少
帝
恭
」
と
い
う
年
表
の
間
違
い
を
そ
の
ま
ま
存
置
し
て
し
ま
い
、
あ
ま
つ
さ
え
系
図
へ
の
転
記
も
行
っ
て
し
ま
っ
た
原
因
で
あ

る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
疑
い
は
、
妻
木
が
編
纂
に
携
わ
っ
た
『
新
編
世
界
史
年
表
』（
有
朋
堂
書
店
、
一
九
二
〇
（
大
正
九
）
年
）
付
録
年
表
に
も
「
少
帝
恭
」

の
名
が
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、よ
り
深
い
も

の
と
な
る
（
図
7
参
照
）。
な
ぜ
な
ら
、「
少
帝

恭
」
の
表
記
は
、同
時
代
的
に
亀
井
―
妻
木
周

辺
以
外
へ
広
が
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ

る
。以

下
、
具
体
例
を
い
く
つ
か
挙
げ
よ
う
。

ま
ず
、『
最
新
世
界
年
表
』
の
一
九
一
三
（
大

正
二
）
年
版
以
降
の
版
で
は
、
年
表
・
系
図
の

い
ず
れ
に
も
「
少
帝
恭
」
を
載
せ
て
い
る
。
そ

こ
か
ら
、『
最
新
世
界
年
表
』
で
は
こ
の
見
解

図 7：妻木一九二〇系図
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が
引
き
継
が
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

例
え
ば
、『
最
新
世
界
年
表
』
の
翌
年
に
出
版
さ
れ
た
坂
本
健
一
編
『
世
界
史
年
表
―
世
界
史
三
綱
』（
博
文
館
、一
九
一
〇
（
明
治
四
十
三
）

年
）
で
は
、「
少
帝
」
と
の
み
表
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
一
九
一
三
（
大
正
二
）
年
出
版
の
西
村
豊
『
東
洋
歴
史
』（
嵩
山
堂
）
所
収
系
図
で

は
前
後
少
帝
を
掲
載
し
て
い
な
い
。

『
新
編
世
界
史
年
表
』
前
後
に
出
版
さ
れ
た
、
中
村
久
四
郎
・
島
田
増
平
編
『
事
項
詳
解
東
洋
歴
史
年
表
』（
博
育
堂
、
一
九
一
六
（
大
正

五
）
年
）
系
図
で
は
「
少
帝
某
」
と
表
記
し
、
小
林
博
『
東
洋
歴
史

―
詳
説
上
』（
大
同
館
書
店
、
一
九
二
六
（
大
正
十
五
）
年
）
所
収
系
図

で
は
、
前
後
少
帝
を
掲
載
し
て
い
な
い
。

更
に
、
大
陸
で
の
避
諱
に
関
係
す
る
古
典
的
著
作
で
あ
る
陳
垣
『
史
諱
挙
例
』（
一
九
二
八
年
）
の
、
歴
代
避
諱
を
整
理
し
た
部
分
に
つ

い
て
も
、
前
漢
期
の
歴
代
皇
帝
の
項
に
前
後
少
帝
を
立
て
て
い
な
い
。

こ
れ
ら
の
例
か
ら
も
、
前
少
帝
の
諱
を
挙
げ
な
い
（
あ
る
い
は
那
珂
通
世
に
倣
い
「
少
帝
某
」
と
表
記
す
る
）、
そ
も
そ
も
歴
代
皇
帝
に
含
め

な
い
と
い
う
伝
統
的
正
統
観
は
根
強
い
影
響
を
与
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
三
省
堂
の
他
書
で
も
同
じ
で
、『
新
編
世
界
史
年
表
』
と
同
時
期
に
三
省
堂
が
会
社
を
傾
け
る
に
至
る
ま
で
そ
の
編
纂
に
力
を

注
い
だ
『
日
本
百
科
大
辞
典
』（
大
日
本
百
科
辞
典
完
成
会
、 
一
九
一
九
）
の
「
漢
」
の
項
目
に
掲
載
さ
れ
る
系
図
に
は
、
少
帝
が
記
述
さ
れ

て
い
な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
か
ら
す
る
と
、
当
初
は
三
省
堂
の
『
最
新
世
界
年
表
』
編
集
部
・
読
者
周
辺
で
の
み
、
前
少
帝
の
諱
を
「
恭
」
と
す
る
認
識
が

継
承
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
前
少
帝
の
諱
を
「
恭
」
と
定
め
た
最
も
近
い
と
こ
ろ
に
妻
木
忠
太
が
い
る
こ
と
は
間
違
い

な
い
。
ま
た
、
妻
木
は
明
ら
か
に
そ
こ
か
ら
外
部
に
「
少
帝
恭
」
を
持
ち
出
し
た
人
物
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
明
白
で
あ
る
。

た
だ
し
、『
最
新
世
界
年
表
』
の
外
に
「
少
帝
恭
」
を
記
し
た
最
初
の
例
は
妻
木
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
一
九
一
三
（
大
正
二
）
年
発
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行
の
河
野
元
三
『
東
洋
歴
史
講
義
上
巻
』（
金
刺
芳
流
堂
）、
巻
末
年
表
に
掲
載
さ

れ
る
「
少
帝
恭
」
で
あ
る
（
図
8
参
照
。
本
文
並
び
に
所
収
系
図
に
は
前
後
少
帝
を
載
せ

ず
）。
本
書
は
、
一
九
〇
五
（
明
治
三
十
八
）
年
の
初
版
で
あ
る
が
、
初
版
の
本
文

並
び
に
所
収
系
図
に
は
一
九
一
三
年
版
同
様
、前
後
少
帝
を
載
せ
て
い
な
い
。
ま

た
、
年
表
は
初
版
で
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
。
初
版
か
ら
一
九
一
三
年
版
の
間

に
、
亀
井
一
九
〇
九
が
出
版
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
少
帝
恭
の
追
加
は

亀
井
一
九
〇
九
の
影
響
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

小
結

こ
こ
ま
で
の
経
過
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。

明
治
期
の
漢
代
史
を
取
り
上
げ
た
書
籍
は
、『
史
記
』・『
漢
書
』
の
焼
き
直
し

が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
前
少
帝
に
つ
い
て
の
記
述
は
省
略
さ
れ
る
か
「
少
帝
某
」

と
名
前
不
明
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
亀
井

一
九
〇
九
が
突
然
「
少
帝
恭
」
を
採
用
し
た
の
で
あ
る
。

亀
井
一
九
〇
九
編
集
部
が
前
少
帝
の
諱
を
「
恭
」
と
し
た
典
拠
は
不
明
で
あ
る
が
、『
最
新
世
界
年
表
』
は
以
降
の
版
で
も
こ
の
表
記

を
使
い
続
け
る
。
ま
た
、
河
野
一
九
一
三
や
『
最
新
世
界
年
表
』
一
九
一
三
年
版
の
編
者
の
一
人
で
あ
る
妻
木
忠
太
の
よ
う
に
、
亀
井

一
九
〇
九
の
影
響
を
受
け
た
改
編
を
行
っ
た
著
作
が
出
版
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
前
少
帝
の
諱
が
「
恭
」
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
少
し

ず
つ
広
が
り
始
め
る
が
、多
く
の
書
物
は
未
だ
伝
統
的
な
省
略
も
し
く
は
「
少
帝
某
」
で
表
記
し
て
い
る
の
が
大
正
期
の
実
情
で
あ
る
。 図 8：河野一九一三年表
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第
三
章　

昭
和
以
降
の
前
少
帝
の
書
か
れ
方

第
一
節　

戦
前
―
「
少
帝
恭
」
例
の
増
加

大
正
期
に
は
さ
ほ
ど
広
が
り
を
見
せ
な
か
っ
た
「
少
帝
恭
」
表
記
だ
が
、
昭
和
戦
前
期

に
、
亀
井
年
表
以
外
の
辞
典
・
事
典
類
・
概
説
書
を
中
心
に
用
例
が
増
加
す
る
。
こ
れ
は
、

『
最
新
世
界
年
表
』
が
数
度
の
再
版
を
繰
り
返
す
な
ど
、ハ
ン
デ
ィ
か
つ
便
利
な
も
の
と
し

て
広
く
受
容
さ
れ
、
特
に
系
図
に
「
少
帝
恭
」
が
記
載
さ
れ
た
こ
と
が
大
き
い
と
推
測
さ

れ
る⑬

。
さ
ま
ざ
ま
な
書
物
に
こ
の
表
記
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
で
、
中
国
史
研
究
者
を
は
じ

め
と
す
る
一
般
に
前
少
帝
の
諱
が
「
恭
」
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
定
着
し
た
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、「
百
科
事
典
」
と
い
う
表
記
を
初
め
て
採
用
し
た
平
凡
社
編
『
大
百
科
事
典
』

（
平
凡
社
、
一
九
三
一
（
昭
和
六
）
年
）
で
は
、「
漢
」
の
項
目
に
所
収
さ
れ
る
歴
代
帝
王
表
に

「
少
帝
恭
」
を
立
て
て
い
る
（
図
9
参
照
）。
ま
た
、
中
国
史
の
み
な
ら
ず
、
東
洋
史
全
般
に

わ
た
る
専
門
的
事
典
と
し
て
長
ら
く
愛
用
さ
れ
た『
東
洋
歴
史
大
事
典
』（
平
凡
社
、一
九
三
七

（
昭
和
十
二
）
年
）
で
も
、
巻
三
「
漢
」
の
項
目
所
収
系
図
に
「
少
帝
恭
」
を
載
せ
（
図
10
参

照
。
作
成
者
不
明
）、
巻
四
「
シ
ョ
ー
テ
イ
」
の
項
に
前
後
両
少
帝
が
立
て
ら
れ
る
（
図
11
参

照
。
執
筆
者
は
、
伊
藤
徳
男⑭

）

図 9：平凡社『大百科事典』より
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こ
の
時
代
、
大
陸
で
も
初
め
て
「
少
帝
恭
」
表
記
が
登
場
す
る
。
そ
れ
は
か

の
碩
学
銭
穆
の
『
國
史
大
綱
』
上
（
商
務
印
書
館
、
一
九
四
〇
年
）
で
あ
る
（
図
12
参

照
）。
本
書
の
系
図
に
「
少
帝
恭
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
ち
ら
も
典
拠
が
不

明
だ
が
、『
辞
源
』（
一
九
一
一
年
初
版
）
や
『
辞
海
』（
一
九
三
六
年
初
版
）
と
い
っ

た
辞
書
類
に
「
少
帝
」
の
項
目
が
立
て
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
や
、
上
述
の
陳
垣

『
史
諱
挙
例
』
で
少
帝
が
系
統
対
象
に
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
銭

穆
が
大
陸
由
来
の
史
料
に
よ
っ
て
こ
の
系
図
を
作
成
し
た
の
で
は
な
く
、
我
が

国
か
そ
の
影
響
を
受
け
た
書
物
に
記
載
さ
れ
た
系
図
を
参
考
に
作
図
し
た
と
推

測
さ
れ
る
。

平
凡
社
の
事
典
の
よ
う
な
後
世
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
書
物
に
収
録
さ
れ

る
に
至
っ
た
「
少
帝
恭
」
だ
が
、
こ
の
時
代
で
も
伝
統
的
正
統
観
に
沿
っ
て
少

帝
を
扱
う
も
の
も
未
だ
根
強
く
存
在
し
た
。

例
え
ば
、橋
本
増
吉
『
東
洋
史
講
座
』（
国
史
講
習
会
、一
九
二
八
（
昭
和
三
）
年
）、

付
録
所
収
前
漢
世
系
で
は
、「
少
帝
」
と
の
み
記
し
て
諱
は
も
と
よ
り
「
某
」
表

記
す
ら
し
て
い
な
い
。
そ
の
他
、「
高
祖
―
惠
帝
―
文
帝
」
の
順
で
漢
朝
歴
代
皇

帝
を
挙
げ
る
の
に
、
東
京
高
等
師
範
学
校
附
属
中
学
校
歴
史
研
究
会
編
『
新
東

洋
史
読
本
』（
目
黒
書
店
、
一
九
三
〇
（
昭
和
五
）
年
）、
有
高
巌
『
最
新
東
洋
史
参
考

書　

第
一
輯
』（
東
京
開
成
館
、一
九
三
五
（
昭
和
十
）
年
）、同
文
書
院
編
修
局
編
『
新

図 10：『東洋歴史大事典』より図 11：『東洋歴史大事典』より
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撰
綜
合
東
洋
史
』（
同
文
書
院
、
一
九
三
五
（
昭
和
十
）
年
）
な
ど
が
あ

る
。各

書
の
前
少
帝
の
諱
に
関
す
る
記
述
を
整
理
す
る
と
、
昭
和
戦

前
期
に
は
「
少
帝
恭
」
が
浸
透
し
つ
つ
あ
る
一
方
、
伝
統
的
な
正

統
観
に
沿
っ
た
も
の
も
ま
だ
ま
だ
根
強
か
っ
た
こ
と
が
了
解
さ
れ

る
。こ

の
時
期
の
書
物
の
中
で
注
目
す
べ
き
記
述
が
、諸
橋
轍
次『
大

漢
和
辞
典
』
に
見
え
る
。
本
書
の
初
版
は
一
九
五
五
（
昭
和
三
十
）

年
〜
一
九
六
〇
（
昭
和
三
十
五
）
年
だ
が
、
編
纂
作
業
自
体
は
昭
和

戦
前
期
に
行
わ
れ
て
い
る
た
め⑮

、
戦
前
の
知
見
を
反
映
し
た
も
の

と
見
な
し
て
よ
い
。

『
大
漢
和
辞
典
』
の
「
少
帝
」
の
項
で
は
（
図
13
参
照
）、
前
漢
の

前
少
帝
に
つ
い
て
そ
の
諱
「
恭
」
を
記
し
、
ま
た
語
釈
末
に
「
劉

恭
を
見
よ
」
と
記
す
一
方
、「
劉
恭
」
の
項
（
図
14
参
照
）
で
は
、前

少
帝
に
つ
い
て
全
く
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
初
期
の
編

集
作
業
時
に
は
前
少
帝
に
関
す
る
言
及
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
が
、

後
に
「
少
帝
恭
」
の
記
述
が
あ
る
辞
典
・
事
典
類
の
存
在
に
気
が

つ
き
、
後
の
作
業
時
に
「
少
帝
」
の
担
当
者
は
追
加
を
し
、「
劉

図 12：銭穆『國史大綱』上より
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恭
」
の
担
当
者
に
記
述
の
追
加
に
つ
い
て
指
示
を
し
た
可
能
性
を
伺
わ

せ
る
も
の
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
、「
劉
恭
」
の
担
当
者
が
追
加
を
忘
れ
た

の
か
、
指
示
が
届
か
な
か
っ
た
の
か
の
何
れ
か
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う

な
情
報
の
欠
落
が
存
置
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
推
測
さ
れ

る
。『

大
漢
和
辞
典
』
の
記
述
の
矛
盾
こ
そ
、
前
少
帝
の
諱
に
関
す
る
説

が
、
昭
和
戦
前
期
の
斯
界
に
徐
々
に
定
着
し
て
い
っ
た
何
よ
り
の
証
拠

と
な
る
。

第
二
節　

戦
後
〜
平
成
―
「
少
帝
恭
」
の
普
及
と
定
着

戦
前
に
徐
々
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
「
少
帝
恭
」
と
い
う

前
少
帝
の
諱
は
、
戦
後
に
刊
行
さ
れ
た
東
洋
史
（
中
国
史
）
関
連
の
辞

典
・
事
典
・
概
説
で
の
採
用
が
増
え
、
そ
の
認
識
が
ほ
ぼ
常
識
と
し
て

定
着
す
る
に
至
る
。
こ
れ
は
、
戦
前
の
平
凡
社
が
刊
行
し
た
『
大
百
科

事
典
』・『
東
洋
歴
史
大
辞
典
』
が
採
用
し
た
こ
と
や
、『
大
漢
和
辞
典
』

の
記
述
が
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。

本
論
冒
頭
で
挙
げ
た
、「
少
帝
恭
」
の
項
目
を
立
て
る
『
ア
ジ
ア
歴
史

事
典
』（
平
凡
社
、
一
九
五
九
（
昭
和
三
十
四
）
年
）
は
、
本
書
が
東
洋
学
の

図 13：『大漢和辞典』少帝図 14：『大漢和辞典』劉恭
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基
本
参
考
書
と
し
て
半
世
紀
以
上
利
用
さ
れ
続
け
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
定
着
に
大
き
な
影
響
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い

だ
ろ
う
。
更
に
、
一
九
五
五
（
昭
和
三
十
）
年
に
初
版
が
刊
行
さ
れ
、
現
在
至
る
ま
で
ハ
ン
デ
ィ
な
東
洋
学
年
表
と
し
て
愛
用
さ
れ
続
け

て
い
る
藤
島
達
朗
・
野
上
俊
静
『
東
方
年
表
』（
平
楽
寺
書
店
）
や
そ
の
前
年
に
出
版
さ
れ
た
吉
川
弘
文
館
の
『
歴
史
手
帳
』
も
、「
少
帝

恭
」
の
紀
年
を
立
て
て
い
る
こ
と
も
ま
た
、
そ
の
認
識
の
定
着
に
一
役
買
っ
た
可
能
性
は
高
い
。

ま
た
、
東
洋
史
（
中
国
史
）
関
連
の
概
説
書
に
も
、
採
用
例
が
増
加
す
る
。

『
ア
ジ
ア
歴
史
事
典
』
と
同
年
代
の
概
説
書
と
し
て
、
前
漢
皇
帝
の
系
図
に
「
少
帝
恭
」
を
載
せ
る
も
の
と
し
て
、
鈴
木
俊
『
東
洋
史

要
説
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
〇
（
昭
和
三
十
五
）
年
）、
東
洋
史
通
論
刊
行
会
編
『
東
洋
史
通
論
』（
創
元
社
、
一
九
六
四
（
昭
和
三
十
九
）
年
）

が
あ
る
。

ま
た
、
日
比
野
丈
夫
・
米
田
賢
次
郎
・
大
庭
脩
『
東
洋
の
歴
史　

第
三
巻
』（
人
物
往
来
社
、
一
九
六
六
（
昭
和
四
十
一
）
年
）
で
は
、

「
…
…
（
前
略
）
…
…
幼
少
の
太
子
（
少
帝
恭
）
が
あ
と
を
つ
い
だ
の
で
…
…
（
後
略
）
…
…
」
と
本
文
中
に
「
少
帝
恭
」
を
載
せ
る
。

そ
の
他
、「
少
帝
恭
」
を
載
せ
る
も
の
は
数
多
い
。
以
下
、
筆
者
が
確
認
し
た
も
の
を
挙
げ
る
。

・
前
田
正
名
『
東
ア
ジ
ア
史
概
説
』（
文
化
書
房
博
文
社
、
一
九
七
七
（
昭
和
五
十
二
）
年
）
所
収
前
漢
世
系
、「
少
帝
恭
」
を
掲
載
す
る
。

・
中
国
大
百
科
全
書
編
集
部
編
『
中
国
大
百
科
全
書
』（
中
国
大
百
科
全
書
出
版
社
、
一
九
七
八
〜
一
九
九
三
年
）、「
漢
」
の
項
に
掲
載
さ
れ

る
系
図
に
「
少
帝
恭
」
を
載
せ
る
が
、「
㊂
呂
后
（
少
帝
恭
・
少
帝
弘
）」
の
形
式
で
記
す
よ
う
に
、
歴
代
に
は
含
め
て
い
な
い
。

・
京
大
東
洋
史
辞
典
編
纂
会
編
『
新
編
東
洋
史
辞
典
』（
東
京
創
元
社
、
一
九
八
〇
）
巻
末
系
図
に
、「
少
帝
恭
」
を
載
せ
、
歴
代
に
含
め

る
。
ま
た
「
呂
氏
の
乱
」
の
項
目
の
説
明
に
「
少
帝
恭
」
を
載
せ
る
。

・
外
山
軍
治
・
日
比
野
丈
夫
『
中
国
史
人
名
辞
典
』（
新
人
物
往
来
社
、
一
九
八
四
（
昭
和
五
十
九
）
年
）
巻
末
年
表
の
呂
后
四
（
前
一
八
四
）
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年
に
「
呂
后
、
少
帝
恭
を
殺
し
、
弘
を
立
つ
」
と
記
す
。

・
中
国
歴
史
大
辞
典
・
秦
漢
史
巻
編
纂
委
員
会
編
『
中
国
歴
史
大
辞
典　

秦
漢
史
巻
』（
上
海
辞
書
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
）、「
漢
少
帝
」

の
項
目
を
立
て
、
前
後
少
帝
に
つ
い
て
記
述
す
る
が
、
そ
の
中
で
前
少
帝
に
つ
き
、
そ
の
名
を
「
恭
」
と
記
述
す
る
。

・
藤
家
禮
之
助
編
『
ア
ジ
ア
の
歴
史
』（
南
雲
堂
、
一
九
九
二
（
平
成
四
）
年
）
所
収
前
漢
世
系
、「
少
帝
恭
」
を
掲
載
。

・（
英
）
崔
瑞
徳
・（
英
）
魯
惟
一
編
／
品
泉
他
『
剣
橋
中
国
秦
漢
史
』（
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
一
九
九
二
年
）（
原
著
は
一
九
八
六
年
出
版⑯

）

の
冒
頭
表
一
「
漢
代
的
帝
系
」
及
び
第
二
章
「
漢
帝
国
的
鞏
固
」
の
「
呂
后
」
に
「
少
帝
恭
」
を
明
記
す
る
。

・
竺
沙
雅
章
監
修
・
永
田
英
正
編
『
ア
ジ
ア
の
歴
史
と
文
化
一　

中
国
史

―
古
代
』（
同
朋
社
出
版
、
一
九
九
四
（
平
成
六
）
年
）
所
収

前
漢
皇
帝
世
系
表
、「
少
帝
恭
」
を
掲
載
。

・
野
口
鉄
郎
編
『
資
料
中
国
史

―
前
近
代
編
』（
白
帝
社
、
一
九
九
四
年
）
所
収
、
歴
代
帝
王
年
譜
に
、
少
帝
恭
を
載
せ
る
。

・
尾
形
勇
・
平
勢
隆
郎
『
中
華
文
明
の
誕
生
』（
世
界
の
歴
史
二
）（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
八
年
）、
本
文
及
び
所
収
前
漢
系
図
、「
少
帝
恭
」

を
掲
載
（
前
漢
担
当
：
尾
形
勇
）。

・
大
阪
市
立
美
術
館
他
編
『
よ
み
が
え
る
漢
王
朝
―
二
〇
〇
〇
年
の
時
を
こ
え
て
』
展
覧
会
図
録
（
読
売
新
聞
大
阪
本
社
、
一
九
九
九
年
）

所
収
前
漢
世
系
、「
少
帝
恭
」
を
掲
載
。

・
劉
煒
編
著
・
伊
藤
晋
太
郎
訳
『
秦
漢

―
雄
偉
な
る
文
明
』（
図
説
中
国
文
明
史
四
）（
創
元
社
、
二
〇
〇
五
年
）
原
著
『
中
華
文
明
伝
真
』

（
香
港
商
務
印
書
館
、
二
〇
〇
一
年
）
所
収
前
漢
世
系
、「
少
帝
恭
」
を
掲
載
。

・
松
丸
道
雄
／
／
／
他
編
『
中
国
史
（
一
）　

先
史
〜
後
漢
』（
世
界
歴
史
大
系
）（
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
三
（
平
成
十
五
）
年
）
所
収
前
漢
世

系
、「
少
帝
恭
」
を
掲
載
。

・
鶴
間
和
幸
『
フ
ァ
ー
ス
ト
エ
ン
ペ
ラ
ー
の
遺
産
（
秦
漢
帝
国
』（
中
国
の
歴
史　

第
三
巻
）（
講
談
社
、
二
〇
〇
四
年
）
所
収
系
図
に
、
少
帝
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恭
を
載
せ
る⑰

。

・
愛
宕
元
・
冨
谷
至
編
『
中
国
の
歴
史　

上　

古
代
〜
中
世
』（
昭
和
堂
、
二
〇
〇
五
（
平
成
十
七
）
年
）
所
収
前
漢
世
系
、「
少
帝
恭
」
を

掲
載
（
前
漢
担
当
：
藤
田
高
夫
）。

・
袁
行
霈
他
主
編
・
柿
沼
陽
平
訳
『
文
明
の
確
立
と
変
容
―
秦
漢
〜
魏
晋
南
北
朝
』（
中
国
の
文
明
―
北
京
大
学
版　

三
・
四
）（
潮
出
版
社
、

二
〇
一
五
〜
二
〇
一
六
）
原
著
『
中
華
文
明
史
』
二
（
北
京
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
）
所
収
前
漢
世
系
、「
少
帝
恭
」
を
掲
載
。

・
王
新
華
『
避
諱
研
究
』（
斉
魯
書
社
、
二
〇
〇
七
年
）
付
録
「
歴
代
帝
王
廟
諡
名
字
墓
号
年
号
表
」
の
「
西
漢
（
劉
氏
）」
の
項
に
「
三
．

廃
帝
名
恭
」
と
記
す
。

・
王
彦
坤
『
歴
代
避
諱
字
彙
典
』（
中
華
書
局
、二
〇
一
二
年
）
付
録
「
一　

秦
以
来
歴
代
帝
王
廟
諡
名
字
墓
号
年
号
表
」
の
「
西
漢
（
劉

氏
）」
の
項
に
「
三
、
廃
帝
恭
」
と
記
す
。

・
冨
谷
至
・
森
田
憲
司
編
『
中
国
史　

上　

古
代
〜
中
世
』（
昭
和
堂
、
二
〇
一
六
（
平
成
二
十
八
）
年
）
本
文
並
び
に
所
収
前
漢
世
系
、

「
少
帝
恭
」
を
掲
載
（
前
漢
担
当
：
鷹
取
祐
司
）。（
た
だ
し
第
二
刷
で
は
、
何
れ
も
「
少
帝
某
」
に
訂
正
さ
れ
て
い
る
）。

以
上
の
よ
う
に
、「
少
帝
恭
」
を
殆
ど
の
書
籍
が
採
用
す
る
一
方
で
、
伝
統
的
な
表
記
に
の
っ
と
り
「
少
帝
某
」
と
記
し
た
り
、
系
図

か
ら
排
除
し
た
り
す
る
も
の
も
存
在
す
る
。

そ
の
一
例
が
、宮
崎
市
定
『
史
記
を
語
る
』（
岩
波
書
店
、一
九
七
九
（
昭
和
五
十
四
）
年
）
の
「
少
帝
某
」
と
す
る
記
述
で
あ
る
。
そ
う
そ

う
た
る
大
家
が
「
少
帝
恭
」
を
採
用
し
て
い
る
以
上
、
宮
崎
が
そ
の
存
在
を
知
ら
な
い
わ
け
は
な
い
は
ず
だ
が
、『
史
記
』・『
漢
書
』
に

見
え
な
い
も
の
に
は
左
袒
し
な
い
と
す
る
氏
の
判
断
に
従
っ
た
も
の
だ
ろ
う
か
。

宮
崎
よ
り
古
い
も
の
と
し
て
、
賈
虎
臣
『
中
国
歴
代
帝
王
譜
系
彙
編
』（
正
中
書
局
、
一
九
六
七
年
）
で
は
、
惠
帝
の
子
と
し
て
「
少
帝



立命館東洋史學　第 40號

94

某
」
と
記
す
。
同
じ
く
諱
に
関
連
す
る
研
究
で
あ
る
王
建
『
中
国
古
代
避
諱
史
』（
貴
州
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
）、
潘
銘
基
「《
史
記
》

与
先
秦
両
漢
互
見
典
籍
避
諱
研
究
」（『
中
国
文
化
研
究
所
学
報
』
四
九
、二
〇
〇
九
年
）
は
、
避
諱
の
検
討
対
象
と
し
て
劉
邦
・
劉
盈
・
呂
雉
を

取
り
上
げ
る
一
方
、
両
少
帝
は
対
象
か
ら
外
し
て
い
る
。

ま
た
、
西
嶋
定
生
『
中
国
の
歴
史　

第
二
巻

―
秦
漢
帝
国
』（
講
談
社
、
一
九
七
四
（
昭
和
四
十
九
）
年
）
の
よ
う
に
、
所
収
系
図
で
は

「
少
帝
恭
」
を
掲
載
す
る
一
方
、
本
文
中
に
は
使
用
し
な
い
と
い
う
中
間
の
立
場
を
採
用
す
る
も
の
も
見
ら
れ
る
。

宮
崎
よ
り
新
し
い
も
の
と
し
て
は
、『
漢
語
大
詞
典
』
巻
末
の
歴
代
帝
王
一
覧
か
ら
は
前
後
少
帝
が
排
除
さ
れ
て
い
る
例
が
あ
る
。
ま

た
、
王
雲
度
『
秦
漢
史
編
年
』（
鳳
凰
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
）
で
は
、
編
年
の
項
目
を
「
高
后
（
呂
后
）」
で
立
て
、
巻
末
付
録
二
「
西
漢
帝

后
表
」
で
は
「
少
帝
」
と
の
み
表
記
し
諱
を
記
さ
な
い
。

小
結

昭
和
以
降
、
辞
典
・
事
典
類
を
中
心
に
「
少
帝
恭
」
の
採
用
が
広
が
る
が
、
戦
前
期
の
概
説
書
の
多
く
は
少
帝
を
欠
く
か
、「
少
帝

某
」
と
し
て
い
る
。

戦
後
に
入
る
と
、
宮
崎
市
定
の
よ
う
に
「
少
帝
某
」
を
使
用
す
る
例
も
あ
る
一
方
、
多
く
の
概
説
書
で
は
「
少
帝
恭
」
の
採
用
が
増

加
し
、
昭
和
五
十
年
代
以
降
そ
れ
が
定
着
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
こ
か
ら
判
断
す
る
と
、「
少
帝
恭
」
表
記
が
広
ま
る
の
は
、
戦

後
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

こ
の
理
由
と
し
て
、
上
述
の
よ
う
に
、
平
凡
社
の
大
規
模
事
典
や
『
大
漢
和
辞
典
』
に
採
用
さ
れ
た
こ
と
が
遠
因
か
と
考
え
ら
れ
る

が
、
専
門
家
の
世
代
交
代
に
よ
っ
て
、
一
次
資
料
で
は
な
く
こ
れ
ら
大
規
模
辞
典
・
事
典
で
確
認
を
し
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
記
述
す

る
例
が
増
え
た
た
め
で
あ
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
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お
わ
り
に

こ
こ
ま
で
の
過
程
を
簡
単
に
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

ま
ず
、
前
少
帝
の
史
料
は
、
現
在
に
至
る
ま
で
『
史
記
』
の
記
述
が
ほ
ぼ
す
べ
て
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
史
記
』
に
既
に
書
か
れ
る
よ

う
に
、
前
後
少
帝
の
存
在
が
「
閏
位
」
と
し
て
扱
わ
れ
た
こ
と
、
ま
た
、
後
世
に
至
っ
て
も
『
史
記
』
以
来
の
正
統
観
に
従
い
両
少
帝

は
閏
位
扱
い
さ
れ
、
言
及
は
ほ
と
ん
ど
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
原
因
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
即
位
前
に
王
で
あ
っ
た
後

少
帝
は
そ
の
諱
が
記
さ
れ
る
も
の
の
、
前
少
帝
に
つ
い
て
は
そ
の
よ
う
な
記
述
は
な
く
、
諱
が
知
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
状
態
は
、
清
末
に
至
る
ま
で
の
大
陸
と
明
治
期
の
我
が
国
で
も
変
わ
り
が
無
か
っ
た
。

変
化
が
起
き
た
の
は
、
明
治
後
期
の
我
が
国
で
あ
る
。

ま
ず
、
両
少
帝
が
歴
代
の
漢
皇
帝
と
し
て
数
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
前
少
帝
は
「
少
帝
某
」
と
書
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
亀
井

一
九
〇
九
に
よ
る
「
少
帝
恭
」
と
い
う
諱
を
伴
っ
た
表
記
が
登
場
す
る
。
そ
の
後
、
昭
和
戦
前
期
に
編
纂
さ
れ
た
大
規
模
辞
典
・
事
典

に
「
少
帝
恭
」
が
採
用
さ
れ
る
な
ど
徐
々
に
浸
透
し
、
戦
後
の
国
内
外
の
専
門
書
や
概
説
書
へ
の
採
用
と
定
着
が
あ
り
現
在
に
至
る
。

こ
こ
で
問
題
な
る
の
が
、
な
ぜ
諱
が
「
恭
」
に
な
っ
た
と
い
う
経
緯
に
つ
い
て
で
あ
る
。

上
述
の
よ
う
に
、
ほ
ぼ
唯
一
の
史
料
で
あ
る
『
史
記
』
に
は
諱
に
関
す
る
記
述
が
一
切
見
え
な
い
。
こ
れ
は
、『
史
記
』
の
漢
代
の
記

述
が
、
皇
帝
の
諱
に
関
し
て
一
切
記
さ
な
い
（
即
位
前
の
王
時
代
に
は
諱
が
記
さ
れ
る
も
の
の
、
即
位
後
は
一
切
記
さ
な
い
）
と
い
う
筆
法
が
原
因

で
あ
り
、
ま
た
閏
位
で
あ
る
前
少
帝
関
連
の
史
料
が
残
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
「
恭
」
と
い
う
諱
が
見
い
だ
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

初
発
で
あ
る
亀
井
一
九
〇
九
は
、
特
に
典
拠
無
く
「
少
帝
恭
」
と
表
記
す
る
。
対
し
て
上
述
の
よ
う
に
、
明
治
末
〜
大
正
年
間
の
亀
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井
一
九
〇
九
や
関
連
す
る
年
表
以
外
の
多
く
の
年
表
や
概
説
書
の
記
述
で
は
、
少
帝
の
諱
を
記
さ
な
い
。
要
す
る
に
、
ほ
ぼ
亀
井
年
表

系
統
の
み
「
少
帝
恭
」
が
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
推
測
さ
れ
る
の
は
、
何
ら
か
の
新
出
史
料
が
発
見
さ
れ
て
、
前
少
帝
の
諱
が
確
認
さ
れ
、
学
会
に
共
有
さ
れ
た
可
能
性
は

低
い
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
史
料
や
研
究
論
文
に
よ
っ
て
諱
が
確
認
さ
れ
た
場
合
、
記
述
が
そ
れ
以
降
一
斉
に
置
き
換
わ
る
か
、

そ
れ
に
対
す
る
言
及
が
行
わ
れ
る
可
能
性
が
高
い
。
そ
の
た
め
、「
恭
」
に
定
ま
っ
た
理
由
は
他
に
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
手
が
か
り
と
な
る
の
が
、
本
論
冒
頭
に
あ
げ
た
、
あ
や
め
氏
の
「「
少
帝
某
」
を
魯
魚
の
誤
り
と
し
て
「
恭
」
と
誤
写
し
た
」
と

す
る
指
摘
で
あ
る⑱

。

確
か
に
「
某
」
と
「
恭
」
は
、
行
草
書
・
く
ず
し
字
で
は
、
両
者
が
更
に
よ
く
似
た
字
形
と
な
る
た
め
（
図
15
〜
17
参
照⑲

）、
原
稿
が
く

ず
し
字
で
書
か
れ
て
い
た
場
合
、
そ
れ
が
活
字
と
し
て
組
ま
れ
る
際
に
誤
認
さ
れ
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
あ
る
い
は
、
活
字
以

前
の
原
稿
作
成
時
に
こ
れ
が
生
じ
た
可
能
性
も
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
現
在
の
活
字
字
形
で
は
、「
某
」
は
「
甘
」
に
「
木
」
が
組
み
合
わ

さ
っ
た
字
形
と
な
っ
て
い
る
が
、「
少
帝
某
」
の
初
発
の
事
例
で
あ
る
『
支
那
通
史
』
で
は
「

」
の
よ
う
な
や
や
崩
し
気
味
の
異
体
字

で
書
か
れ
て
お
り
（
図
三
参
照
）、
こ
れ
を
「
恭
」
と
誤
認
し
て
、
亀
井
一
九
〇
九
原
稿
に
転
写
し
た
可
能
性
も
推
測
で
き
る
か
ら
で
あ

る
。亀

井
一
九
〇
九
の
原
稿
を
確
認
し
て
い
な
い
た
め
、
そ
の
真
偽
は
不
明
な
ま
ま
で
は
あ
る
が
、
校
正
の
段
階
で
見
落
と
さ
れ
た
結
果
、

「
少
帝
恭
」
が
生
ま
れ
た
の
は
確
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
れ
が
正
し
い
表
記
で
あ
る
と
し
て
意
識
的
に
引
用
さ
れ
て
し
ま
い
、世
の
中
に

普
及
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
外
部
に
持
ち
出
し
た
最
初
期
の
人
物
で
あ
る
妻
木
忠
太
や
河
野
元
三
が
、
漢
学
の
素
養
が
あ
る

も
の
の
中
国
史
の
専
門
家
で
は
な
か
っ
た
こ
と
も
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
中
国
史
、特
に
『
史
記
』『
漢
書
』
に
通
暁

し
て
い
る
も
の
な
ら
ば
、『
支
那
通
史
』
の
指
摘
す
る
ご
と
く
、「
史
に
其
の
名
を
欠
く
」
こ
と
は
常
識
の
範
囲
で
あ
り
、「
少
帝
恭
」
と
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い
う
表
記
が
お
か
し
い
こ
と
に
気
が
つ
い
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
知
見
を
欠
い
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
彼
ら
は
「
少
帝
恭
」
と
い

う
表
記
を
受
容
し
て
引
用
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
間
違
い
が
後
世
の
辞
典
・
事
典
や
概
説
書
に
引
き
継
が
れ
た
の
は
、
項
目
の
説
明
を
記
述
す
る
た
め
に
、
他
の
辞
書
・
辞
書
を

引
く
と
い
う
習
慣
が
身
に
つ
い
た
近
代
人
な
ら
で
は
の
落
と
し
穴
な
の
だ
ろ
う
。

図 15：「恭」のくずし字

図 16：「某」のくずし字

図 17：「某」のくずし字
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こ
の
誤
認
は
単
に
こ
の
よ
う
な
参
考
書
の
み
な
ら
ず
、
論
文
で
も
見
ら
れ
る⑳

。
筆
者
も
本
論
を
執
筆
す
る
ま
で
は
、
何
れ
も
著
名
な

漢
代
の
研
究
者
が
事
典
・
概
説
書
類
で
「
少
帝
恭
」
と
書
い
て
い
る
以
上
、
た
と
え
『
史
記
』・
漢
書
に
載
っ
て
い
な
く
て
も
ど
こ
か
に

典
拠
が
あ
り
、
彼
ら
は
そ
れ
を
利
用
し
た
に
違
い
な
い
と
思
い
込
ん
で
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
全
く
自
ら
の
不
明
を
恥

じ
る
ほ
か
は
な
い㉑

。

最
後
に
、
前
少
帝
の
諱
は
、
実
際
に
は
何
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
現
状
で
の
筆
者
の
考
え
を
の
べ
、
本
論
を
終
え
る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、
仮
に
前
少
帝
の
諱
が
「
恭
」
で
あ
る
と
し
た
場
合
、
避
諱
を
精
査
す
る
こ
と
で
そ
れ
を
裏
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
、『
史
記
』・『
漢
書
』
で
は
、
武
帝
期
の
財
政
官
僚
と
し
て
著
名
な
公
孫
弘
の
よ
う
に
、
後
少
帝
の
「
義
」「
弘
」
を
避

け
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
漢
王
朝
で
は
閏
位
と
し
て
（
少
な
く
と
も
後
少
帝
の
諱
は
）
避
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ

る
の
み
で
あ
り
、
前
少
帝
の
諱
が
何
で
あ
れ
、
周
広
業
の
よ
う
な
避
諱
か
ら
の
検
討
は
ま
ず
不
可
能
で
あ
る㉒

。

か
ろ
う
じ
て
前
少
帝
在
世
時
の
史
料
に
避
諱
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。「
二
年
」を
冠
す
る
ま
さ
に
同
時
代
史
料
で
あ

る
張
家
山
二
四
七
号
漢
墓
出
土
竹
簡
『
二
年
律
令
』
が
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
「
恭
」
は
使
わ
れ
て
い
な
い
が
、
惠
帝
の
諱
「
盈
」
も
避

け
て
い
な
い
な
ど
、
そ
れ
以
前
に
本
文
が
固
定
し
た
条
文
も
混
在
し
て
い
る
た
め
解
決
の
材
料
と
は
な
ら
な
い
。
他
の
同
時
代
史
料
が

後
世
獲
得
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
ど
れ
が
前
少
帝
の
避
諱
字
で
あ
る
か
確
言
す
る
の
は
、
前
後
の
時
代
に
書
写
さ
れ
た
同
じ
史
料

と
い
う
比
較
対
象
が
な
い
と
な
か
な
か
難
し
い
。

そ
の
た
め
、
現
状
の
結
論
と
し
て
は
、
里
耶
秦
簡
Ｊ
１
⑧
４
６
１
「
更
名
扁
書
」
の
よ
う
な
避
諱
に
よ
る
語
彙
置
換
表
の
類
い㉓

が
出

土
し
な
い
と
、
前
少
帝
の
諱
は
不
明
の
ま
ま
と
い
う
の
が
結
論
で
あ
る
。
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注
①　

W
ikipedia

を
学
術
的
に
用
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
問
題
が
多
い
が
、
今
日
で
は
大
型
の
百
科
事
典
よ
り
も
気
軽
に
見
ら
れ
る
情
報
源
で
あ
る
以
上
、

一
般
の
知
識
の
根
拠
と
し
てW

ikipeida

の
占
め
る
位
置
は
そ
れ
な
り
に
重
要
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
詳
し
く
は
、
師
茂
樹
「W

ikipedia

を
ど
う
使

う
か
」（
漢
字
文
献
情
報
処
理
研
究
会
編
『
電
脳
中
国
学
入
門
』、
好
文
出
版
、
二
〇
一
二
年
）
を
参
照
。

②　

W
ikipedia

の
閲
覧
は
何
れ
も
二
〇
一
七
年
四
月
二
十
日
に
実
施
し
た
も
の
で
あ
る
。「
恭
」の
出
典
が
不
明
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
記
述
が
追
加
さ

れ
た
の
は
、
二
〇
〇
七
年
五
月
二
十
七
日
（
日
）
一
〇
：
〇
四
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
だ
が
、W

ikipedia

の
性
質
上
、
今
後
記
述
が
書
き
換
わ
る
可
能
性
は
あ

る
。

③　

大
陸
の
オ
ン
ラ
イ
ン
百
科
事
典
『
百
度
百
科
』
も
「
刘
恭
（
西
汉
前
少
帝
）」
の
項
目
を
設
け
て
い
る
（http://baike.baidu.com

/item
/

%
E5%

88%
98%

E6%
81%

A
D
/29218

、
二
〇
一
七
年
四
月
一
日
閲
覧
）。

④　

過
去
ロ
グ
はhttp://m

entai.2ch.net/w
his/kako/997/997844945.htm

l

（
二
〇
〇
一
年
八
月
十
五
日
に
一
番
目
の
書
き
込
み
が
さ
れ
た
こ
と

に
始
ま
る
一
連
の
ス
レ
ッ
ド
。
二
〇
一
七
年
五
月
十
八
日
閲
覧
）
で
閲
覧
す
る
こ
と
が
可
能
。
当
該
の
書
き
込
み
は
ス
レ
ッ
ド
の
三
番
目
に
見
え
る
。
ま

た
、
同
ス
レ
ッ
ド
の
二
十
六
・
二
十
七
番
目
に
、
本
論
で
も
挙
げ
た
『
史
記
』
の
関
連
記
述
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

⑤　

張
晏
の
生
没
年
は
不
明
。
顔
師
古
『
漢
書
注
』
叙
例
に
蘇
林
と
如
淳
と
の
間
に
配
列
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
主
な
活
躍
の
時
期
が
三
国
の
魏
で
あ
る

こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
本
説
に
関
し
て
書
名
な
ど
が
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
慧
琳
『
一
切
経
音
義
』
巻
九
十
九
「
張
晏
注
史
記
云
、

屣
也
」
と
あ
る
よ

う
に
、『
史
記
』
に
関
す
る
注
釈
書
か
ら
の
引
用
と
考
え
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
『
史
記
注
』
が
書
名
な
の
だ
ろ
う
。

⑥　

調
査
は
、「
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
（http://dl.ndl.go.jp/　

二
〇
一
七
年
四
月
二
十
七
日
閲
覧
）」
で
公
開
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
公
開
並
び
に
図
書
館
送
信
資
料
と
し
て
利
用
可
能
な
も
の
に
限
っ
て
い
る
）
さ
れ
て
い
る
も
の
を
対
象
と
し
て
い
る
。

⑦　

た
だ
し
、
那
珂
一
八
八
八
で
は
、
昭
帝
の
後
に
即
位
し
た
昌
邑
王
劉
賀
に
つ
い
て
は
、
漢
朝
歴
代
皇
帝
に
含
め
て
い
な
い
（
劉
賀
は
、
廃
位
後
、
海
昏

侯
の
礼
遇
で
葬
ら
れ
、
二
〇
一
六
年
に
そ
の
墓
が
発
見
さ
れ
た
）。

⑧　

大
塚
一
九
〇
五
の
よ
う
な
形
式
は
、
斎
藤
斐
章
・
小
田
島
省
三
編
『
参
考
綱
目
体
東
洋
歴
史
』（
目
黒
書
店
、
一
九
〇
八
（
明
治
四
十
一
）
年
）
所
収
系
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図
に
も
み
え
る
。
こ
ち
ら
は
「
少
帝
某
」「
少
帝
弘
」
と
す
る
一
方
、「
一　

高
祖　

皇
帝
邦
」「
二　

孝
恵
帝
盈
」「
三　

太
宗
孝
文
帝
恒
」
の
順
に
歴
代

在
位
を
示
す
数
字
が
つ
け
ら
れ
、
両
少
帝
を
閏
位
扱
い
し
て
い
る
。

⑨　

本
書
の
編
者
で
あ
る
亀
井
忠
一
（
一
八
五
六
〜
一
九
三
六
年
）
は
、
三
省
堂
書
店
・
三
省
堂
の
創
業
者
で
三
省
堂
編
修
所
代
表
で
あ
り
、
数
多
く
の
参

考
書
を
世
に
送
り
出
し
て
き
た
明
治
を
代
表
す
る
出
版
人
で
あ
る
。

⑩　

一
八
六
三
〜
一
九
四
二
年
。
漢
学
者
、
東
洋
大
学
関
係
者
。

⑪　

生
没
年
未
調
査
。
西
洋
史
学
者
。

⑫　

一
八
七
三
〜
一
九
六
九
年
。
帝
国
大
学
（
現
東
京
大
学
）
史
学
科
卒
業
後
、
明
治
三
十
四
年
学
習
院
教
授
と
な
る
。
そ
の
後
、
毛
利
公
爵
家
三
卿
伝
編

纂
所
長
、
岩
国
徴
古
館
館
長
、
岩
陽
学
舎
理
事
長
を
歴
任
し
た
。

⑬　

実
際
、
筆
者
の
実
家
に
も
戦
後
に
発
行
さ
れ
た
本
書
が
あ
り
（
一
九
五
九
（
昭
和
三
十
四
）
年
発
行
の
新
訂
第
五
版
。
新
訂
版
は
一
九
五
四
（
昭
和

二
十
九
）
年
の
発
行
）、
小
中
学
生
の
時
に
親
に
借
り
て
つ
ら
つ
ら
眺
め
て
い
た
記
憶
が
あ
る
。

⑭　

一
九
一
四
〜
二
〇
〇
六
年
。
東
北
大
学
・
東
北
学
院
大
学
教
授
。

⑮　
『
大
漢
和
辞
典
』
の
編
纂
に
関
し
て
は
、
原
田
種
成
『
漢
文
の
す
ゝ
め
』（
新
潮
社
、
一
九
九
二
年
）
第
二
章
「
諸
橋
〈
大
漢
和
辞
典
〉
編
纂
秘
話
」
を

参
照
さ
れ
た
し
。

⑯　

原
著
は
、D

enis Tw
itchett and M

ichael Loew
e: “The Ch’in and H

an Em
pires, 221 B.C.-A

.D
. 220”, Cam

bridge U
niversity 

Press, 1986.

⑰　

中
国
で
出
版
さ
れ
た
、
鶴
間
和
幸
著
・
馬
彪
訳
『
始
皇
帝
的
遺
産
―
秦
漢
帝
国
』（
講
談
社　

中
国
的
歴
史
三
巻
）（
広
西
師
範
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
四

年
）
も
同
じ
。

⑱　
「
某
」
と
「
恭
」
と
の
誤
認
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
、あ
や
め
氏
の
指
摘
の
他
、二
〇
一
五
年
九
月
二
十
五
日
のTw

itter

上
で
の@

G
olden_ham

ster

氏
の
つ
ぶ
や
き
で
「
真
面
目
に
こ
れ
「
少
帝
某
」
の
誤
字
か
何
か
な
ん
じ
ゃ
」
と
指
摘
し
て
い
る
（https://tw

itter.com
/G
olden_ham

ster/status/
647440376962269185　

二
〇
一
七
年
五
月
二
日
閲
覧
）。
た
だ
し
、@

G
olden_ham

ster

氏
は
、
二
〇
一
六
年
九
月
五
日
の
つ
ぶ
や
き
で
「
な
る

ほ
ど
。
私
も
実
は
2
ち
ゃ
ん
で
昔
見
か
け
た
話
だ
っ
た
ん
で
す
よ
ね
（
小
声
）」（https://tw

itter.com
/G
olden_ham

ster/status/77276246664



前漢前少帝の諱について　山田崇仁

101

8363008　

二
〇
一
七
年
五
月
二
日
閲
覧
）
と
述
べ
て
お
り
、
具
体
的
な
指
摘
は
な
い
も
の
の
、
お
そ
ら
く
は
上
記
あ
や
め
氏
の
指
摘
を
念
頭
に
お
い
た

も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

⑲　

図
は
、「
電
子
く
ず
し
字
字
典
」（http://w

w
w
ap.hi.u-tokyo.ac.jp/ships/shipscontroller　

二
〇
一
七
年
五
月
七
日
確
認
）
の
検
索
結
果
を

キ
ャ
プ
チ
ャ
し
た
も
の
で
あ
る
。

⑳　

国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
の
よ
う
に
、
目
録
や
本
文
で
悉
皆
調
査
を
行
う
の
は
難
し
い
の
で
、Cinii

やCN
KI

と
い
っ
た
論
文
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
上
で
の
全
文
検
索
い
う
限
定
的
な
作
業
で
は
あ
る
が
、
あ
や
め
氏
の
発
言
近
辺
以
降
の
も
の
だ
け
で
も
、
い
く
つ
か
の
例
が
見
ら
れ
た
。
ま
ず

Cinii

で
は
、
小
林
惣
八
「
前
漢
皇
帝
の
事
蹟
」（『
駒
澤
史
学
』
五
五
、二
〇
〇
〇
年
）、
中
林
史
朗
「『

餘
叢
考
』
訓
譯
巻
五
」（『
大
東
文
化
大
学
漢
学

会
誌
』
四
三
、二
〇
〇
四
年
）、
金
子
修
一
「
皇
帝
祭
祀
よ
り
見
た
漢
代
史
」（『
大
東
文
化
大
学
漢
学
会
誌
』
四
三
、二
〇
〇
四
年
）、
滝
野
邦
雄
「
建
文
帝

の
諡
号
に
つ
い
て
（
五
）」（『
経
済
理
論
』
三
五
九
、二
〇
一
一
年
）、角
屋
明
彦
「
淳
于
意
の
〈
治
療
世
界
〉
―
漢
文
帝
下
問
説
話
」（『
尚
美
学
園
大
学
総

合
政
策
研
究
紀
要
』
二
、二
〇
一
五
年
）
等
の
例
が
、CN

KI

で
は
、
劉
光
利
・
李
殿
元
「
論
歴
史
紀
年
中
子
虚
烏
有
的
〝
高
后
〞
八
年
」（『
成
都
大
学
学

報
（
社
会
科
学
版
）』、
二
〇
一
一
年
二
期
）、
万
尭
緒
「《
二
年
律
令
・
秩
律
》
所
見
漢
初
的
奉
常
」（『
魯
東
大
学
学
報
（
哲
学
社
会
科
学
版
）』、
二
〇
一
一

年
一
期
）、
秦
風
「
両
漢
皇
帝
的
寿
命
与
健
康
」（『
休
閑
読
品
（
天
下
）』、
二
〇
一
五
年
四
期
）、
呂
宗
力
「
西
漢
継
体
之
君
正
当
性
論
証
雑
議
―
以
霍
光

廃
劉
賀
為
例
」『
史
学
集
刊
』、
二
〇
一
七
年
一
期
）
な
ど
が
得
ら
れ
た
。

㉑　

こ
の
様
な
転
写
時
の
誤
認
は
、
日
本
史
の
人
名
に
も
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
聖
武
天
皇
の
第
一
皇
子
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
人
物
は
一
般
に
「
基
皇
子
」

と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
根
本
史
料
で
あ
る
続
日
本
紀
に
は
そ
の
名
が
見
え
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、『
大
日
本
史
』
列
伝
第
十
五
が
既
に
述
べ
る
よ
う
に
、
皇

統
関
連
資
料
で
は
「
基
王
」
と
「
某
王
」
と
い
う
表
記
が
混
在
し
て
い
る
。『
大
日
本
史
』
は
「
某
王
」
を
採
用
す
る
が
、『
本
朝
皇
胤
紹
運
録
』 

や
『
一

代
要
記
』
の
写
本
の
中
に
は
「
基
王
」
と
す
る
も
の
が
あ
り
、
そ
ち
ら
の
表
記
を
採
用
す
る
も
の
も
多
く
、
そ
れ
が
現
在
の
一
般
的
認
識
に
繋
が
っ
て
い

る
。
た
だ
し
、
両
本
と
も
写
本
の
最
初
期
の
も
の
は
前
者
は
「
親
王
﹇
諱
某
王
﹈」、
後
者
は
「
太
子　

〃
親
王
」
で
あ
り
、『
一
代
要
記
』
が
踊
り
字
で
記

し
て
い
る
以
上
、
諱
が
「
基
」
と
い
う
可
能
性
は
低
く
、「
基
王
」
は
後
世
の
誤
写
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

㉒　

漢
代
に
は
「
呉
恭
（
哀
帝
期
の
人
：
宦
官
）」・「
弘
恭
（
宣
帝
〜
元
帝
期
の
人
：
宦
官
）」・「
董
恭
（
平
帝
期
〜
哀
帝
期
の
人
）」・「
史
恭
（
宣
帝
の
祖
母

史
良
娣
の
兄
）」・「
周
恭
（
勃
の
玄
孫
）」
な
ど
の
例
の
よ
う
に
、
諱
に
「
恭
」
を
使
用
す
る
例
が
複
数
見
ら
れ
る
。
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㉓　
「
更
名
扁
書
」
に
は
、
始
皇
帝
の
父
、
荘
襄
王
子
楚
の
諱
「
楚
」
を
避
け
て
他
の
言
葉
を
用
い
る
よ
う
に
と
す
る
意
味
の
「
曰
啎
、
曰
荊
（﹇
楚
を
避
け
﹈

啎
と
曰
え
、
荊
と
曰
え
）」
の
よ
う
な
事
例
が
見
ら
れ
る
。
詳
し
く
は
、
渡
邉
英
幸
『
里
耶
秦
簡
「
更
名
扁
書
」
試
釈
―
統
一
秦
の
国
制
変
革
と
避
諱
規

定
』（『
古
代
文
化
』
六
六
―
四
、二
〇
一
五
年
）
参
照
。

（
花
園
大
学
専
任
講
師
）


